
凡

例

（
追
加
）

六

註
・『
群
載
』
巻
二
二
の
後
半
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
国
務
条
事
を
引
用
す
る
場

合
は
、
国
務
条
事
全
体
を
文
書
番
号
�
と
し
、
さ
ら
に
一
つ
書
き
ご
と
に
枝

番
号
を
付
し
て
表
記
す
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
「
一

随
身
不
与
状
并
勘
畢

税
帳
事
」
は
�
‐
１
と
な
る
。

・
引
用
史
料
の
略
称
に
つ
い
て
、
以
下
の
事
例
を
追
加
す
る
。

『
別
聚
符
宣
抄
』

↓
『
別
聚
』

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書

↓
『
大
日
古
』
〇
‐
〇

（
付
記
）前

号
よ
り
大
高
広
和
が
、
今
号
よ
り
西
本
哲
也
が
新
た
に
研
究
会
に
加
わ
り
、

執
筆
を
担
当
し
た
。

（
吉
永

匡
史
）

本

文

編

�
高
階
成
章
籖
符
申
文

申
籖
符

従
四
位
下
行
阿
波
守
�
階
朝
臣
成
章
誠
惶
誠
恐
謹
言

請
特
蒙

天
恩
、
准
傍
例
、
不
待
本
任
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
状

右
謹
検
案
内
、
須
待
本
任
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
也
。
而
進
発
在
近
、
相
催
無

程
。
望
請

天
恩
。
因
准
傍
例
、
不
待
本
任
放
還
、
被
給
籖
符
、
將
赴
任
國
。
成

章
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

長
久
五
年
二
月
廿
八
日

従
四
位
下
行
阿
波
守
�
階
朝
臣
成
章

今
案
、
在
本
任
之
人
、
待
其
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
。
爰
京
官
者
不
給
而

不
行
。
仍
所
申
請
也
。
但
諸
道
博
士
、
不
預
官
物
之
類
、
非
責
限
。
又
無
本

官
之
人
不
可
申
請
。
式
云
、
自
京
官
遷
任
畿
内
之
人
、
雖
不
進
本
任
解
由
、

向
任
國
。
近
江
・
丹
波
等
准
之
。
不
申
請
籖
符
之
時
、
任
符
所
、
稱
宣
旨
未

『
朝
野
群
載
』
巻
二
二

校
訂
と
註
釈
（
三
）

朝
野
群
載
研
究
会

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
三
号

二
〇
〇
九
年
三
月
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下
之
由
、
敢
不
作
上
之
故
也
。

�
信
濃
国
司
罷
符

罷
符

太
政
官
符

信
濃
國
司

正
五
位
下
藤
原
朝
臣
永
平

右
今
月
一
日
任
彼
國
守
畢
。
國
�
承
知
、
官
物
一
事
已
上
、
依
例
分
付
。
符
到
奉

行
。

弁

史

年

月

日

�
伯
耆
国
司
罷
符

太
政
官
符
伯
耆
國
司

従
五
位
下
平
朝
臣
忠
盛

右
去
三
月
廿
日
任
彼
國
守
畢
。
國
�
承
知
、
官
物
一
事
已
上
、
依
例
分
附
。
符
到

奉
行
。

造
東
大
寺
長
官
正
四
位
下
行
左
中
辨
藤
原
朝
臣

修
理
右
宮
城
判
官
正
五
位

下
行
左
大
史
兼
算
博
士
播
磨
介
小
槻
宿
祢

年

月

日

�
藤
原
家
業
依
下
名
誤
依
本
位
賜
任
符
申
文

依
下
名
誤
依
本
位
申
賜
任
符

上
野
介
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
家
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

請
殊
蒙

天
恩
被
下
宣
旨
、
依
本
位
賜
任
符
状

右
家
業
、
去
正
月
除
上
野
介
。
即
賜
籖
符
、
欲
赴
任
國
、
下
名
誤
注
従
五
位
上
。

仍
不
給
任
符
。
望
請

天
恩
。
被
下
宣
旨
、
依
本
位
給
任
符
。
家
業
誠
惶
誠
恐
謹

言
。

治
安
四
年
七
月
九
日

上
野
介

�
出
羽
守
橘
時
舒
改
路
次
申
文

國
司
申
改
路
次

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣
時
舒
解

申
請

官
裁
事

請
殊
蒙

官
裁
、
因
准
前
例
、
被
給
官
符
於
東
海
道
、
准
正
道
赴
任
國
状

右
謹
、
須
自
路
次
罷
下
。
而
頃
年
之
間
、
水
陸
自
変
、
遠
行
之
程
、
道
路
多
嶮
。

望
請

官
裁
。
因
准
前
例
、
給
食
馬
官
符
於
海
道
、
將
以
罷
向
矣
。
仍
注
事
状
謹

解
。

天
禄
二
年
四
月
五
日

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣

�
駿
河
国
司
国
司
以
下
帯
剣
申
文

國
司
以
下
申
帶
剱

駿
河
國
司
解

申
請

官
裁
事

請
因
准
諸
國
例
、
被
令
國
司
并
郡
司
・
雜
任
帶
剱
状

右
謹
検
案
内
、
當
國
西
作
遠
江
國
榛
原
郡
、
東
承
相
模
國
足
柄
關
。
况
復
國
内
帶

清
見
・
横
走
兩
關
。
坂
東
暴
戻
之
類
、
得
地
往
反
、
隣
國
奸
猾
之
徒
、
占
境
栖
集
。

侵
害
屡
聞
、
奪
撃
發
。
百
姓
不
安
、
境
内
無
静
。
國
宰
守
官
符
旨
、
勘
糺
奸
犯
之

輩
、
不
帶
弓
箭
、
無
便
追
捕
。
近
則
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
、
判
官
代
永
原
忠
藤
等
、

去
天
暦
八
年
被
殺
害
、
介
橘
朝
臣
忠
幹
、
去
年
被
殺
害
也
。
是
或
拒
押
公
事
、
或

忽
結
私
怨
、
往
々
所
侵
也
。
重
検
傍
例
、
甲
斐
・
信
濃
等
國
、
雖
云
不
置
關
門
、

去
承
平
・
天
慶
之
間
、
任
國
申
請
、
已
被
裁
許
。
此
國
已
帶
両
關
、
何
不
申
請
。

加
以
可
捕
糺
私
帶
兵
仗
之
輩
、
及
勤
行
警
固
之
状
、
官
符
重
疊
。
若
無
弓
矢
之
儲
、
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何
禦
非
常
之
危
。
望
請

官
裁
。
准
諸
國
例
、
被
裁
許
件
帶
剱
、
將
為
不
虞
之
備
。

仍
録
事
状
、
謹
請

官
裁
。
謹
解
。

天
暦
十
年
六
月
廿
一
日

件
帶
剱
事
、
同
年
十
月
廿
一
日
中
納
言
師
尹
宣
、
奉

勅
、
依
請
。

�
下
総
守
藤
原
有
行
兼
押
領
使
并
給
随
兵
申
文

申
兼
押
領
使
并
給
随
兵

従
五
位
下
下
総
守
藤
原
朝
臣
有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言

請
被
特
蒙

天
恩
、
因
准
先
例
、
兼
行
押
領
使
、
并
給
随
兵
卅
人
状

右
謹
検
案
内
、
當
國
・
隣
國
司
等
、
帯
押
領
使
、
并
給
随
兵
、
勤
行
公
事
。
其
例

尤
多
。
近
則
前
司
守
従
五
位
下
菅
原
朝
臣
名
明
、
依
天
慶
九
年
八
月
六
日
符
、
兼

押
領
使
、
并
給
随
兵
卅
人
。
凡
坂
東
諸
國
、
不
善
之
輩
、
横
行
所
部
、
道
路
之
間
、

取
物
害
人
。
如
此
物
危
、
日
夜
不
絶
。
非
施
公
威
、
何
肅
國
土
。
望
請

天
恩
。

因
准
先
例
、
不
費
官
物
、
國
廻
方
略
、
漸
以
宛
行
。
然
則
若
有
凶
黨
之
輩
、
且
以

追
捕
、
且
以
言
上
。
有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

天
暦
四
年
二
月
廿
日

従
五
位
下

同
年
五
月
五
日
左
大
臣
宣
、
奉

勅
、
依
請
。

�
淡
路
国
司
補
押
領
使
申
文

申
補
押
領
使

淡
路
國
司
解

申
請

官
裁
事

請
被
因
准
傍
例
給
官
符
、
以
正
六
位
上
�
安
宿
祢
為
正
補
押
領
使
状

右
謹
検
案
内
、
此
國
四
方
帯
海
、
奸
猾
易
通
。
况
乎
世
及
澆
季
、
俗
亦
狼
戻
也
。

警
衛
之
備
、
無
人
勤
行
。
望
請

官
裁
。
以
件
為
正
補
押
領
使
職
者
、
將
令
就
不

虞
之
勤
。
仍
勒
事
状
謹
解
。

寛
弘
三
年
四
月
十
一
日

�
追
捕
使
官
符

追
討
使
官
符

太
政
官
符
近
江
國
司

應
以
散
位
従
七
位
上
甲
可
臣
是
茂
令
追
捕
部
内
凶
黨
事

右
得
彼
國
去
年
十
月
十
七
日
解
�
、
謹
検
案
内
、
此
國
帯
三
箇
道
、
為
要
害
地
。

奸
猾
之
輩
、
横
行
部
内
、
強
盗
殺
害
、
往
々
不
絶
。
仍
前
前
國
宰
、
部
内
武
藝
之

輩
、
撰
堪
其
事
之
者
、
申
請
公
家
、
為
追
捕
使
。
近
則
故
佐
々
貴
山
公
興
恒
・
故

大
友
兼
平
等
是
也
。
爰
兼
平
今
年
二
月
其
身
死
去
。
前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正
、
權

大
掾
依
知
秦
公
廣
範
可
補
彼
替
之
状
、
言
上
解
文
先
畢
。
而
件
廣
範
、
齢
已
老
、

身
非
武
藝
。
今
件
是
茂
忠
廉
之
情
、
方
寸
不
撓
。
文
武
之
用
、
随
分
相
兼
。
糺

察
・
追
捕
、
可
堪
其
職
。
望
請

官
裁
。
因
准
先
例
、
以
件
是
茂
為
追
捕
使
、
肅

静
部
内
者
、
右
大
臣
宣
、
依
請
者
。
國
宜
承
知
、
依
宣
行
之
。
符
到
奉
行
。

正
五
位
下
守
左
中
辨
藤
原
朝
臣
文
範

左
大
史

天
暦
十
年
六
月
十
三
日

�
押
領
使
官
符

太
政
官
符

出
雲
國
司

應
以
清
瀧
静
平
為
押
領
使
令
追
捕
部
内
奸
濫
輩
事

右
得
彼
國
去
正
月
廿
六
日
解
状
�
、
謹
検
案
内
、
美
作
・
伯
耆
等
國
申
請
官
符
、

押
領
使
勤
行
警
固
事
。
而
此
國
在
二
境
之
中
、
暴
悪
之
輩
任
心
横
行
。
自
非
官
符

之
使
、
何
糺
執
悪
之
徒
。
加
以
年
来
之
間
、
賦
税
之
民
恣
集
黨
類
、
動
奪
人
物
。

謹
案
事
情
、
糺
捕
凶
類
之
道
、
尤
在
此
使
。
方
今
静
平
才
幹
兼
備
、
亦
堪
武
藝
、

清
廉
之
性
、
勤
公
在
心
。
望
請

官
裁
。
准
件
等
國
例
、
以
静
平
被
裁
給
押
領
使
、
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且
令
断
凶
悪
之
輩
、
且
令
在
平
善
之
風
者
、
右
大
臣
宣
、
依
請
者
。
國
宜
承
知
、

依
宣
行
之
。
符
到
奉
行
。

従
四
位
下
行
左
中
弁
橘
朝
臣
好
古

左
大
史
出
雲
宿
祢
蔭
時

天
暦
六
年
十
一
月
九
日

�
捕
進
官
符

太
政
官
符

左
右
京
職

應
慥
捕
進
伊
豫
守
佐
伯
朝
臣
公
行
妾
従
者
藤
原
吉
道
・
出
納
不
知
姓
春
正
等
事

右
内
大
臣
宣
、
奉

勅
、
件
吉
道
等
為
勘
糺
奉
咒
咀
中
宮
之
事
、
�
仰
彼
職
、
慥

尋
在
處
。
令
捕
進
之
輩
、
随
其
品
秩
將
加
勸
賞
者
。
職
�
承
知
、
依
宣
行
之
。
所

犯
已
重
、
不
得
疎
略
。
符
到
奉
行
。

正
四
位
上
右
中
弁

左
少
史

寛
弘
六
年
十
一
月
廿
日

註

釈

編

�
高
階
成
章
籖
符
申
文

�
申
籖
符

�

�

従
四
位
下
行
阿
波
守
�
階
朝
臣
成
章
誠
惶
誠
恐
謹
言

�

�

�

	




請
特
蒙

天
恩
、
准
傍
例
、
不
待
本
任
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
状

�

�



�

右
謹
検
案
内
、
須
待
本
任
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
也
。
而
進
発
在
近
、
相
催
無

�

�

�

程
。
望
請

天
恩
。
因
准
傍
例
、
不
待
本
任
放
還
、
被
給
籖
符
、
將
赴
任
國
。
成

章
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

�

�

�

長
久
五
年
二
月
廿
八
日

従
四
位
下
行
阿
波
守
�
階
朝
臣
成
章

�

今
案
、
在
本
任
之
人
、
待
其
放
還
、
給
籖
符
、
赴
任
國
。
爰
京
官
者
不
給
而

�不
行
。
仍
所
申
請
也
。
但
諸
道
博
士
、
不
預
官
物
之
類
、
非
責
限
。
又
無
本

�

�

�

�

�

官
之
人
不
可
申
請
。
式
云
、
自
京
官
遷
任
畿
内
之
人
、
雖
不
進
本
任
解
由
、

�

�

向
任
國
。
近
江
・
丹
波
等
准
之
。
不
申
請
籖
符
之
時
、
任
符
所
、
稱
宣
旨
未

�
下
之
由
、
敢
不
作
上
之
故
也
。

【
校
訂
註
】

�

籖
…
「
�
」（
底
・
葉
・
史
・
豊
・
東
）、「
籖
」〔「
籖
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

行
…
脱
〔「
行
」
を
補
〕（
伴
）

�

阿
…
「
河
」（
紅
）

�

准
…
上
に
「
因
イ
」
を
補
（
史
）、
上
に
「
因
」
を
補
（
伴
）、
上
に
「
因
」

あ
り
（
大
）

�

本
…
「
不
」〔「
本
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
・
東
）、「
�
」〔「
籖
」
と
傍
書
〕（
伴
）

	

赴
…
「
趣
」（
史
・
豊
）




任
…
脱
（
葉
）

�

本
…
「
木
」（
伴
）

�

放
…
「
於
」〔「
放
」
と
傍
訂
〕（
史
）



還
…
「
�
」（
紅
）、「
�
」〔「
還
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
・
東
）

�

本
…
「
不
」〔「
本
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

任
…
「
住
」〔「
任
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
・
東
）

�

八
…
「
八
」〔「
五
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

阿
…
「
河
」（
紅
）

�

成
章
…
脱
（
紅
）、
脱
〔「
成
章
」
と
補
〕（
伴
）
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�

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
）

�

不
…
「
木
」〔「
不
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

不
可
…
「
可
不
」（
伴
）

�

云
自
…
欠
（
紅
）、
脱
〔「
云
自
」
を
補
〕（
伴
）

�

畿
…
「
籖
」〔「
畿
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

雖
…
「
改
」〔「
雖
〈
一
本
〉」
と
傍
書
〕（
史
）、「
改
」（
豊
）、「
稚
」（
紅
）、

「
雅
」〔「
雖
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

任
…
「
位
」〔「
任
イ
」
と
傍
書
〕（
史
）、「
位
」（
豊
）

�

等
…
「
守
」〔「
等
」
と
傍
書
〕（
伴
）

	

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
）




之
…
脱
（
葉
）

【
書
き
下
し
】

�
�籖
符
を
申
す



従
四
位
下
行
阿
波
守
高
階
朝
臣
成
章
誠
惶
誠
恐
謹
言

�

特
に

天
恩
を
蒙
り
、
傍
例
に
准
へ
、
本
任
の
放
還
を
待
た
ず
、
籖
符
を
給
ひ
、

任
国
に
赴
か
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
須
く
本
任
の
放
還
を
待
ち
、
籖
符
を
給
ひ
、
任
国

�

に
赴
く
べ
き
な
り
。
而
る
に
進
発
近
く
に
在
り
、
相
催
す
に
程
無
し
。
望
み
請
ふ

ら
く
は

天
恩
を
。
傍
例
に
因
准
し
、
本
任
の
放
還
を
待
た
ず
、
籖
符
を
給
は
ら

れ
、
将
に
任
国
に
赴
か
む
と
す
。
成
章
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

（
一
〇
四
四
）

長
久
五
年
二
月
廿
八
日

従
四
位
下
行
阿
波
守
高
階
朝
臣
成
章

�今
案
ず
る
に
、
本
任
に
在
る
の
人
、
其
の
放
還
を
待
ち
、
籖
符
を
給
ひ
、
任

�

国
に
赴
く
。
爰
に
京
官
は
給
は
ず
し
て
行
か
ず
。
仍
て
申
請
す
る
所
な
り
。

�

但
し
諸
道
博
士
と
、
官
物
に
預
か
ら
ざ
る
の
類
と
は
、
責
ふ
限
り
に
非
ず
。

�

�

又
本
官
無
き
の
人
は
申
請
す
べ
か
ら
ず
。
式
に
云
へ
ら
く
、
京
官
よ
り
畿
内

に
遷
任
す
る
の
人
、
本
任
の
解
由
を
進
ら
せ
ず
と
雖
も
、
任
国
に
向
か
へ
。

�

�

近
江
・
丹
波
等
は
之
に
准
へ
よ
、
と
。
籖
符
を
申
請
せ
ざ
る
の
時
、
任
符
所
、

�

宣
旨
未
だ
下
ら
ざ
る
の
由
を
称
し
、
敢
へ
て
作
上
せ
ざ
る
の
故
な
り
。

【
註
】

�

籖
符
を
申
す

巻
二
二
冒
頭
の
目
録
で
は
「
申
給
籖
符
」
と
あ
る
。
な
お
、

こ
の
部
分
の
「
籖
」
の
字
は
底
本
も
「
�
」
と
つ
く
っ
て
い
る
が
、
字
義
等

か
ら
考
え
て
本
来
は
「
籖
」
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
比
較
的
早
い
段

階
か
ら
の
誤
写
と
み
な
さ
れ
る
。

�

籖
符

唐
で
は
籖
符
の
語
は
品
官
を
証
明
す
る
告
身
と
同
義
で
あ
る
が

（『
三
代
格
』
巻
八
・
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
十
二
月
二
五
日
官
符
所
引
永
�

禄
令
）、
日
本
で
は
位
記
が
重
視
さ
れ
た
結
果
、
籖
符
は
国
司
な
ど
の
外
官

の
任
命
の
際
に
出
さ
れ
る
太
政
官
符
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
、

延
喜
太
政
官
式
（
２２
遷
任
条
な
ど
）
や
『
延
喜
交
替
式
』
か
ら
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
本
文
書
の
よ
う
に
籖
符
と
任
符
と
は
混
同
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

の
で
、
両
者
は
同
義
と
考
え
て
よ
い
（
市
大
樹
「
国
司
任
符
の
発
給
に
つ
い

て
」『
延
喜
式
研
究
』
十
四
、
一
九
九
八
）。
原
則
と
し
て
、
前
任
の
官
司
で

の
解
由
状
を
取
得
し
て
式
部
省
に
提
出
し
、
交
替
業
務
を
完
了
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
新
任
官
の
任
符
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
給
与
支
給
な
ど
の

点
で
任
符
の
到
着
が
国
司
の
交
替
の
基
準
と
さ
れ
（
田
令
３４
在
外
諸
司
条
集

解
跡
記
・
朱
説
所
引
先
説
、『
延
喜
交
替
式
』）、
ま
た
赴
任
時
の
路
次
の

国
々
で
の
供
給
や
着
任
の
儀
式
に
任
符
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

新
司
は
こ
れ
を
携
え
て
任
地
ま
で
赴
い
た
（『
群
載
』
巻
二
二
�
‐
１０
、『
中

右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
九
月
六
日
条
）。
な
お
、
�
・
�
文
書
は
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任
用
国
司
の
任
符
の
実
例
で
、
�
・
�
文
書
は
受
領
国
司
の
任
符
の
実
例
で

あ
る
。

�

高
階
朝
臣
成
章

正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
〜
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）。
藤

原
道
長
の
家
司
東
宮
亮
業
遠
の
男
。
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
蔵
人
と
な
り
、

同
六
年
従
五
位
下
。
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
は
紀
伊
守
と
な
り
、
以
後

受
領
等
を
歴
任
し
た
。
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
正
月
に
従
四
位
下
、
続
い

て
主
殿
頭
と
な
り
、
そ
し
て
本
文
書
の
一
月
前
に
当
た
る
同
五
年
正
月
に
阿

波
守
と
な
っ
て
い
る
。
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
に
は
大
宰
大
弐
に
任
ぜ
ら

れ
、
同
三
年
従
三
位
。
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
正
三
位
大
宰
大
弐
に
し
て
、

大
宰
府
に
薨
ず
（
以
上
『
補
任
』）。

�

本
任
の
放
還

前
任
の
官
司
に
お
い
て
解
由
状
を
得
て
式
部
省
に
提
出
し
、

そ
の
交
替
業
務
が
完
了
す
る
こ
と
。

�

相
催
す
に
程
無
し

解
由
状
の
支
給
を
催
促
し
て
も
、
出
発
す
べ
き
期
日
ま

で
に
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

今
案
ず
る
に

以
下
は
本
来
の
籖
符
申
文
の
文
言
で
は
な
く
、
後
補
で
あ
る
。

算
博
士
で
あ
っ
た
為
康
が
諸
道
の
官
人
の
た
め
の
心
覚
え
と
し
て
『
群
載
』

を
編
纂
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
五
味
文
彦
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
註
�

の
よ
う
に
諸
道
博
士
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
あ
た
り
は
、
後
補
部
分
が
為

康
本
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
を
強
く
さ
せ
る
が
、
あ
る
い
は

為
康
が
手
に
入
れ
た
原
資
料
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性

も
な
お
否
定
で
き
な
い
（
五
味
文
彦
「
文
士
と
諸
道
の
世
界
」『
書
物
の
中

世
史
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
。
彌
永
貞
三
「
朝
野
群
載
」『
国
史
大
系

書
目
解
題
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
）。

�

爰
に
京
…
所
な
り

註
�
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
成
章
は
京
官
の
主
殿

頭
か
ら
国
司
の
阿
波
守
へ
と
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
国
司
か
ら
国

司
へ
と
遷
任
す
る
と
き
と
同
様
、
解
由
状
を
提
出
せ
ず
籖
符
を
得
て
い
な
い

状
態
で
は
赴
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
前
任
官
司
で
の
交
替
業
務
が

完
了
し
て
い
な
く
て
も
特
別
に
籖
符
を
発
給
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
申
請
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

諸
道
博
…
に
非
ず

『
延
喜
交
替
式
』
に
「
凡
大
学
諸
博
士
、
不
責
解
由
。

自
余
諸
司
、
不
預
官
物
公
文
者
、
准
此
」
と
同
様
の
規
定
が
あ
る
。

	

本
官
無
…
か
ら
ず

本
官
の
無
い
者
、
つ
ま
り
散
位
の
者
は
、
散
位
で
あ
っ

た
期
間
中
に
そ
れ
以
前
の
官
の
解
由
状
は
取
得
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
本

文
書
の
よ
う
な
申
請
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
初
め
て

任
官
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
問
題
が
な
い
。




式

延
喜
太
政
官
式
２１
京
官
遷
畿
内
条
（「
凡
自
京
官
遷
任
畿
内
之
輩
、
雖

未
進
本
任
解
由
、
且
聴
向
国
〈
近
江
、
丹
波
准
此
〉」）
の
こ
と
だ
が
、「
且

（
し
ば
ら
く
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
処
置
で
あ
る
。

本
条
文
の
裏
を
返
せ
ば
、
京
官
か
ら
近
江
・
丹
波
以
外
の
畿
外
の
国
司
に
遷

任
す
る
場
合
に
は
、
本
任
の
解
由
を
提
出
し
て
籖
符
の
発
給
を
受
け
て
か
ら

任
国
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

�

籖
符
を
…
故
な
り

こ
こ
で
の
「
宣
旨
」
と
は
所
謂
不
待
本
任
放
還
宣
旨
の

こ
と
で
、
解
由
状
の
提
出
の
な
い
ま
ま
に
籖
符
を
発
給
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

実
例
が
『
符
宣
抄
』
第
八
任
符
に
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
文

脈
上
唐
突
に
現
れ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、「
但
諸
道
…
等
准
之
」
の
部
分
は

解
由
状
の
申
請
が
で
き
な
い
か
必
要
の
な
い
例
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
こ
は
挿

入
さ
れ
た
部
分
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
の
で
そ
の
部
分
を
除
け
ば
、

本
文
書
の
よ
う
に
籖
符
を
申
請
し
た
背
景
を
始
め
に
述
べ
、
そ
し
て
申
請
し

な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
申

請
し
な
い
と
不
待
本
任
放
還
宣
旨
が
下
っ
て
い
な
い
と
し
て
任
符
所
が
籖
符
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を
作
成
し
な
い
の
で
申
請
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
申
請
に
よ
る

不
待
本
任
放
還
宣
旨
が
既
に
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

�

任
符
所

任
符
を
作
成
す
る
所
。『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
よ
れ
ば
、
任
官

儀
礼
の
終
了
後
、
式
部
省
と
兵
部
省
は
召
名
の
正
文
を
外
記
に
渡
し
、
外
記

は
写
し
を
「
任
符
所
」
と
蔵
人
所
に
一
通
ず
つ
送
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
元
に

任
符
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
構
成
員
と
し
て
は
、
弁
や
史
生

が
あ
っ
た
（『
小
右
記
』
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
二
月
二
二
日
条
・『
中
右

記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
五
月
三
日
条
）。

�

作
上

『
符
宣
抄
』
第
八
・
延
喜
十
八
年
（
九
一
八
）
十
月
二
一
日
宣
旨
や

『
中
右
記
』
長
治
元
年
五
月
三
日
条
等
に
も
同
様
の
表
現
が
み
え
、
最
後
の

請
印
等
を
除
い
た
、
任
符
本
文
の
作
成
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
京
官
か
ら
近
江
・
丹
波
以
外
の
畿
外
の
受
領
国
司
に
遷
任
す
る
場
合

で
、
解
由
状
を
提
出
し
な
い
ま
ま
で
の
籖
符
の
発
給
を
申
請
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
実
質
的
に
は
そ
の
た
め
の
不
待
本
任
放
還
宣
旨
を
申
請
す
る
申
文
で
あ
る
。

市
大
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
解
由
状
未
進
者
が
任
用
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

任
符
請
印
の
際
に
解
由
状
の
取
得
に
つ
い
て
再
確
認
が
行
わ
れ
、
未
進
者
の
任
符

は
発
給
さ
れ
な
い
仕
組
み
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、『
符
宣
抄
』
第
八
任
符

に
あ
る
よ
う
に
、
延
喜
年
間
以
降
に
は
不
待
本
任
放
還
宣
旨
が
頻
繁
に
下
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
受
領
に
任
じ
ら
れ
る
適
任
者
の
数
に
も
限
り

が
あ
り
、
不
待
本
任
放
還
宣
旨
な
く
し
て
は
受
領
を
中
心
と
し
た
地
方
制
度
が
円

滑
に
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て
い
る
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
待
本
任

放
還
宣
旨
は
解
由
状
提
出
を
一
時
棚
上
げ
す
る
も
の
で
、
提
出
が
免
除
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
ま
た
本
文
書
の
よ
う
に
い
ち
い
ち
そ
の
宣
旨
の
申
請
が
必
要
で

あ
っ
た
点
に
も
留
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

【
関
連
史
料
】

延
喜
太
政
官
式
２１
京
官
遷
畿
内
条
、『
延
喜
交
替
式
』、『
符
宣
抄
』
第
八
任
符

【
参
考
文
献
】

市
大
樹
「
国
司
任
符
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
、
一
九

九
八
）、
同
「
国
司
任
符
の
発
給
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
十
四
、
一
九
九

八
）、
福
井
俊
彦
「『
延
喜
交
替
式
』
に
よ
る
交
替
制
度
」（『
交
替
式
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）、
渡
辺
滋
「
日
本
古
代
に
お
け
る
任
官
関
係
文
書
の
特

質
」（『
日
本
史
研
究
』
五
一
四
、
二
〇
〇
五
）

（
大
高

広
和
）

�
信
濃
国
司
罷
符

�罷
符

�太
政
官
符

信
濃
國
司

�

正
五
位
下
藤
原
朝
臣
永
平

�

右
今
月
一
日
任
彼
國
守
畢
。
國
�
承
知
、
官
物
一
事
已
上
、
依
例
分
付
。
符
到
奉

行
。

弁

史

年

月

日

【
校
訂
註
】

�

罷
…
「
羅
」〔「
罷
」
と
傍
訂
〕（
史
）、「
羅
」（
豊
）

�

太
…
「
大
」（
豊
）
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�

原
…
「
源
」（
紅
）

�

一
…
脱
〔「
一
」
を
補
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

�罷
符

太
政
官
符
す

信
濃
国
司

�

正
五
位
下
藤
原
朝
臣
永
平

�

右
今
月
一
日
彼
国
の
守
に
任
じ
畢
ぬ
。
国
宜
し
く
承
知
し
、
官
物
一
事
已
上
、
例

�

に
依
り
て
分
付
す
べ
し
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。

弁

史

年

月

日

【
註
】

�

罷
符

「
罷
」
は
罷
免
の
意
で
な
く
「
罷
る
」
を
意
味
し
、
任
地
へ
赴
く
受

領
等
に
発
給
し
た
任
符
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
、『
符
宣

抄
』
第
八
任
符
の
任
符
が
本
文
書
と
同
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
さ

ら
に
、「
罷
符
」
の
事
例
は
『
中
右
記
』
に
二
例
見
え
、
発
給
の
対
象
は
大

宰
権
帥
と
受
領
で
あ
る
（
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
月
八
日
・
長
治
元
年

（
一
一
〇
四
）
四
月
八
日
条
）。
前
者
は
、
大
宰
権
帥
藤
原
季
仲
が
赴
任
の
途

中
で
「
罷
符
」
を
紛
失
し
た
記
事
で
あ
る
が
、『
世
紀
』
同
日
条
で
は
こ
れ

を
「
任
符
」
と
記
し
て
お
り
、
両
者
が
同
一
の
も
の
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、「
罷
符
」
は
『
小
右
記
』『
御
堂
』
な
ど
摂
関
期
の
日
記
に
見
え
な

い
こ
と
か
ら
、「
罷
符
」
は
平
安
時
代
後
期
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

受
領
任
符
の
別
称
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

�

藤
原
朝
臣
永
平

『
分
脈
』（
国
史
大
系
本
）
の
頭
注
は
永
平
の
兄
と
し
て
挙

げ
る
永
年
が
前
田
本
・
内
閣
本
に
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者
が
同
一
人
物
で
あ

る
可
能
性
を
提
示
す
る
（
藤
原
永
平
な
る
人
物
は
『
分
脈
』
以
外
に
は
見
え

な
い
）。
と
も
に
父
は
尹
文
、
母
は
藤
原
定
方
女
で
、
経
歴
も
似
て
い
る
。

永
平
の
信
濃
守
の
補
任
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
元
五
年
（
九
八
二
）
に

藤
原
陳
忠
が
信
濃
守
現
任
で
あ
り
（『
小
右
記
』
同
年
三
月
十
一
日
条
）、
ま

た
永
年
は
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
十
二
月
三
十
日
に
前
信
濃
守
と
し
て
卒
去

し
て
い
る
の
で
（『
小
右
記
』）、
永
平
と
永
年
が
同
一
人
物
と
す
れ
ば
こ
の

間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

�

官
物
一
…
す
べ
し

新
司
と
前
司
と
の
間
で
、
正
税
な
ど
の
官
物
を
引
き
継

ぐ
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
に
は
正
税
を
中
心
と
し
て
引
き
継

い
で
い
た
が
、
延
暦
末
年
以
降
は
国
内
の
諸
施
設
も
引
き
継
ぎ
の
対
象
と
し

て
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
（『
延
暦
交
替
式
』
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
九
月

十
六
日
・
二
日
官
符
、『
三
代
格
』
巻
十
二
・
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
九
月

二
三
日
官
符
）。
こ
う
し
た
変
化
は
受
領
の
権
限
お
よ
び
責
務
の
増
大
と
一

連
の
動
き
で
あ
る
。
八
世
紀
に
倉
別
の
専
当
人
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
た
官

物
は
、
や
が
て
受
領
が
一
手
に
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
九
世
紀
に
専
当

制
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
受
領
の
交
替
時
に
の
み
官
物
の
引
き
継
ぎ
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
く
（
寺
内
浩
「
平
安
初
期
の
受
領
と
任
用
」『
受
領
制
の

研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
九
一
）。
な
お
、
具
体
的
な
引
き

継
ぎ
の
手
順
は
『
群
載
』
巻
二
二
�
‐
２０
を
参
照
。

�

符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ

新
任
国
司
が
任
符
を
携
行
し
て
任
地
へ
到
着
す
る
と
、

前
司
が
任
符
を
確
認
す
る
「
奉
行
」
の
儀
が
行
わ
れ
た
（『
群
載
』
巻
二
二

�
‐
１０
）。
実
例
か
ら
は
前
司
が
任
符
を
確
認
し
た
後
、「
奉
行
」
の
文
字
と

日
付
を
記
入
し
て
署
名
を
加
え
る
と
と
も
に
、
国
印
を
押
捺
し
た
こ
と
が
窺

え
る
（『
時
範
記
』
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
二
月
十
五
日
条
）
な
お
、
郡
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司
の
例
で
あ
る
が
、
実
例
も
存
在
す
る
（
平
‐
一
二
〇
〇
）。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

註
�
で
述
べ
た
よ
う
に
本
文
書
は
受
領
の
任
符
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
不
待
本
任

放
還
宣
旨
」
を
申
請
す
る
�
文
書
の
次
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
。

さ
ら
に
、「
外
国
官
人
官
符
」
の
�
・
�
文
書
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意

を
要
す
る
。
本
文
書
の
年
代
は
、
藤
原
永
年
が
信
濃
守
に
補
任
さ
れ
た
十
世
紀
末

頃
と
考
え
ら
れ
、
任
国
の
政
務
を
請
け
負
う
受
領
国
司
と
そ
れ
以
外
の
任
用
国
司

と
の
間
に
大
き
な
差
が
表
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
両
者
の
差
異
は
交
替
時
に
顕
著

で
あ
り
、
受
領
は
新
司
の
携
行
す
る
任
符
に
よ
っ
て
交
替
す
る
の
に
対
し
、
任
用

の
交
替
は
停
任
符
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（『
別
聚
』
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
六

月
二
三
日
宣
旨
）。
こ
こ
に
は
官
物
引
き
継
ぎ
の
た
め
に
赴
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
受
領
と
、
そ
の
必
要
の
な
い
任
用
と
の
差
が
表
れ
て
お
り
、
前
者
の
任
符
で

あ
る
本
文
書
と
後
者
の
任
符
で
あ
る
�
・
�
文
書
と
の
差
異
も
こ
れ
に
起
因
す
る
。

な
お
、
本
文
書
の
伝
来
過
程
は
�
・
�
文
書
と
同
様
に
、『
周
易
抄
』
紙
背
文
書

の
よ
う
な
内
案
の
可
能
性
が
あ
る
（
田
島
公
「『
周
易
抄
』
紙
背
文
書
と
内
案
」

『
日
本
歴
史
』
六
〇
八
、
一
九
九
九
）
一
方
、『
群
載
』
編
者
の
三
善
為
康
と
親
交

の
深
い
藤
原
為
房
・
為
隆
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
（
五
味
文
彦

「『
朝
野
群
載
』
と
『
政
途
簡
要
集
』」『
中
世
社
会
史
料
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇

六
）。

【
関
連
史
料
】

『
符
宣
抄
』
第
八
任
符
、『
中
右
記
』
康
和
五
年
十
月
八
日
・
長
治
元
年
四
月
八

日
条
、『
世
紀
』
康
和
五
年
十
月
八
日
条
、『
別
聚
』
延
喜
十
年
六
月
二
三
日
宣
旨

【
参
考
文
献
】

阿
部
猛
「
国
司
の
交
替
」（『
日
本
歴
史
』
三
三
九
、
一
九
七
六
）、
市
大
樹

「
国
司
任
符
の
発
給
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
十
四
、
一
九
九
八
）、
同
「
国

司
任
符
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
、
一
九
九
八
）、
渡
辺

滋
「
日
本
古
代
に
お
け
る
任
官
関
係
文
書
の
特
質
」（『
日
本
史
研
究
』
五
一
四
、

二
〇
〇
五
）

（
宮
川

麻
紀
）

�
伯
耆
国
司
罷
符

�

太
政
官
符
伯
耆
國
司

�

従
五
位
下
平
朝
臣
忠
盛

�

�

�

右
去
三
月
廿
日
任
彼
國
守
畢
。
國
	
承
知
、
官
物
一
事
已
上
、
依
例
分
附
。
符
到

奉
行
。




�
�

造
東
大
寺
長
官
正
四
位
下
行
左
中
辨
藤
原
朝
臣

修
理
右
宮
城
判
官
正
五
位



�

�

下
行
左
大
史
兼
算
博
士
播
磨
介
小
槻
宿
祢

年

月

日

【
校
訂
註
】

�

符
…
下
に
「
此
間
二
字
欠
」
と
傍
書
（
伴
）

�

盛
…
「
成
」
と
傍
書
（
伴
）

�

依
…
欠
（
紅
）

�

例
…
「
件
」（
史
・
豊
）、
欠
（
紅
）

�

符
…
脱
（
紅
）、
脱
〔「
符
」
を
補
〕（
伴
）




理
…
下
に
「
亮
イ
」
を
補
（
史
・
豊
）

�

右
…
「
介
」（
東
）、「
亮
」（
大
）
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�
「
右
」
以
下
２４
字
…
「
亮
―
宿
祢
」（
紅
）、「
亮
―
宿
祢
」〔「
宮
城
判
官
正
五

位
下
行
左
大
史
兼
算
博
士
播
磨
介
小
槻
宿
祢
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

兼
…
脱
（
大
）

�

算
…
「
管
」（
東
）

�

播
磨
…
「
権
」（
東
）

【
書
き
下
し
】

太
政
官
符
す
伯
耆
国
司

�

従
五
位
下
平
朝
臣
忠
盛

右
去
る
三
月
廿
日
彼
国
の
守
に
任
じ
畢
ぬ
。
国
宜
し
く
承
知
し
、
官
物
一
事
已
上
、

例
に
依
り
て
分
附
す
べ
し
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。

�

造
東
大
寺
長
官
正
四
位
下
行
左
中
弁
藤
原
朝
臣

修
理
右
宮
城
判
官
正
五
位

�

下
行
左
大
史
兼
算
博
士
播
磨
介
小
槻
宿
祢

年

月

日

【
註
】

�

平
朝
臣
忠
盛

永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
〜
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）。
平

正
盛
男
、
清
盛
の
父
。
白
河
法
皇
の
寵
を
得
て
、
左
衛
門
少
尉
・
検
非
違

使
・
伯
耆
守
・
越
前
守
な
ど
を
歴
任
。
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
に
山
陽
・

南
海
道
の
海
賊
を
追
捕
す
る
。
法
皇
の
没
後
は
鳥
羽
上
皇
の
近
臣
と
な
り
、

保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
に
再
び
海
賊
追
捕
に
あ
た
る
。
備
前
守
・
中
務
大

輔
・
美
作
守
・
尾
張
守
・
播
磨
守
・
内
蔵
頭
・
刑
部
卿
を
歴
任
し
た
。
な
お
、

伯
耆
守
と
し
て
の
初
見
は
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
十
一
月
二
六
日
で
あ
り

（『
台
記
別
記
』
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
八
月
十
四
日
条
）、
保
安
元
年

（
一
一
二
〇
）
十
一
月
二
五
日
に
は
越
前
守
に
遷
任
し
た
（『
中
右
記
』）。
私

家
集
「
平
忠
盛
集
」
が
あ
る
。

�

藤
原
朝
臣

藤
原
為
隆
。
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
〜
大
治
五
年
（
一
一
三

〇
）。
藤
原
為
房
男
。
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
に
蔵
人
と
な
り
、
越
前

守
・
甲
斐
守
・
中
宮
大
進
を
経
て
弁
官
に
任
じ
ら
れ
る
。
正
四
位
下
左
中
弁

と
な
っ
た
の
は
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
八
月
十
三
日
（
以
上
『
補
任
』

『
弁
官
補
任
』）。『
補
任
』
は
造
東
大
寺
長
官
へ
の
補
任
を
元
永
二
年
（
一
一

一
九
）
と
す
る
が
、
す
で
に
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
の
文
書
に
見
え
て
い

る
（『
東
大
寺
文
書
』
十
一
・
同
年
五
月
二
八
日
行
造
東
大
寺
事
所
下
文
案
）。

�

小
槻
宿
祢

小
槻
盛
仲
。
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
算
博
士
に
任
じ
ら
れ

（『
成
文
抄
』
第
五
兼
国
）、
同
五
年
（
一
一
〇
三
）
に
は
父
祐
俊
か
ら
左
大

史
を
譲
任
（『
世
紀
』
二
月
三
十
日
条
）。
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
従
五
位

上
か
ら
正
五
位
下
へ
加
階
し
た
（『
中
右
記
』
二
月
十
四
日
条
）。
同
四
年

（
一
一
一
六
）
正
月
に
は
越
後
介
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
成
文
抄
』
第
五
兼

国
）。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
の
年
代
は
、
藤
原
為
隆
が
左
中
弁
に
転
任
し
た
永
久
三
年
（
一
一
一

五
）
八
月
十
三
日
か
ら
、
小
槻
盛
仲
が
越
後
介
に
任
官
さ
れ
た
同
四
年
正
月
以
前

と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
書
の
性
格
は
�
文
書
を
参
照
。
た
だ
し
、
本
文
書
は
�
文

書
に
比
べ
て
弁
・
史
の
位
署
が
残
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
文
書
は
�
文
書
と
同
様
に
内
案
の
可
能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
三
善

為
康
が
藤
原
為
房
・
為
隆
か
ら
入
手
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

【
関
連
史
料
】

�
文
書
参
照
。
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【
参
考
文
献
】

�
文
書
参
照
。

（
宮
川

麻
紀
）

�
藤
原
家
業
依
下
名
誤
依
本
位
賜
任
符
申
文

�

�

依
下
名
誤
依
本
位
申
賜
任
符

上
野
介
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
家
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

�

請
殊
蒙

天
恩
被
下
宣
旨
、
依
本
位
賜
任
符
状

�

�

右
家
業
、
去
正
月
除
上
野
介
。
即
賜
籖
符
、
欲
赴
任
國
、
下
名
誤
注
従
五
位
上
。

�

�

	

仍
不
給
任
符
。
望
請

天
恩
。
被
下
宣
旨
、
依
本
位
給
任
符
。
家
業
誠
惶
誠
恐
謹

言
。

治
安
四
年
七
月
九
日

上
野
介

【
校
訂
註
】

�

名
…
「
各
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
各
」〔「
名
」
と
傍
訂
〕（
史
・
豊
・

伴
）

�

誤
…
「
誤
」〔「
誤
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

宣
旨
…
闕
字
す
（
史
・
豊
）

�

籖
…
「
�
」（
史
・
豊
）

�

注
…
「
任
」〔「
注
」
と
傍
書
〕（
葉
）、「
住
」（
紅
・
東
）、「
住
」〔「
注
」
と

傍
書
〕（
伴
）

�

天
恩
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

�

宣
旨
…
闕
字
す
（
史
・
豊
）

	

家
…
「
宗
」〔「
家
」
と
傍
書
〕（
史
）、「
宗
」（
豊
）

補
注本

文
書
に
は
二
ヵ
所
に
「
下
名
」
が
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
前
出
部
分
の

「
名
」
字
は
大
以
外
の
諸
本
で
「
各
」
と
な
っ
て
い
る
（
校
訂
註
�
参
照
）。
し
か

し
、


「
下
各
」
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
こ
と
、
�
史
・
豊
・
伴
は
「
各
」
を

「
名
」
と
傍
訂
し
て
い
る
こ
と
、
�
「
名
」
と
「
各
」
は
き
わ
め
て
似
通
っ
た
文

字
で
あ
る
こ
と
、

後
出
部
分
は
諸
本
と
も
異
同
な
く
「
名
」
字
と
な
っ
て
い
る

こ
と
、
な
ど
を
理
由
に
、
本
文
は
「
下
名
」
と
校
訂
し
た
。

【
書
き
下
し
】

�

�

下
名
の
誤
り
に
依
り
本
位
に
依
り
て
任
符
を
賜
ふ
を
申
す

�

上
野
介
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
家
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

殊
に

天
恩
を
蒙
り
宣
旨
を
下
さ
れ
、
本
位
に
依
り
て
任
符
を
賜
は
む
こ
と
を

請
ふ
状

�

右
家
業
、
去
る
正
月
上
野
介
に
除
す
。
即
ち
籖
符
を
賜
ひ
、
任
国
に
赴
か
む
と
欲

す
る
も
、
下
名
誤
り
て
従
五
位
上
と
注
す
。
仍
て
任
符
を
給
は
ず
。
望
み
請
ふ
ら

く
は

天
恩
を
。
宣
旨
を
下
さ
れ
、
本
位
に
依
り
て
任
符
を
給
は
む
こ
と
を
。
家

業
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

（
一
〇
二
四
）

�

治
安
四
年
七
月
九
日

上
野
介

【
註
】

�

下
名

叙
位
・
除
目
と
も
に
下
名
と
称
さ
れ
る
文
書
を
使
用
す
る
が
、
こ
こ

で
は
特
に
除
目
下
名
を
指
す
。
除
目
下
名
は
大
間
か
ら
そ
の
年
の
任
人
の
名

を
抄
出
し
て
記
載
し
た
文
書
で
あ
り
、
上
卿
か
ら
式
部
・
兵
部
二
省
の
丞
に

伝
達
さ
れ
た
。
西
本
昌
弘
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
下
名
は
任
官
儀
礼
参
入
前
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に
任
人
を
点
検
す
る
唱
計
の
儀
で
使
用
さ
れ
る
名
簿
に
そ
の
原
型
が
あ
り
、

そ
の
た
め
本
来
は
公
卿
を
の
ぞ
く
任
人
全
員
を
記
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
天

皇
出
御
の
も
と
内
裏
南
殿
で
行
わ
れ
て
い
た
任
官
儀
礼
が
太
政
官
庁
や
外
記

庁
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
伴
い
形
骸
化
し
、
任
人
の
一
部
を
抄
出
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
除
目
の
儀
式
の
形
態
は
基
本
的
に

八
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
正
倉
院
文
書
に
現
存
す
る
「
上
階

官
人
歴
名
」（『
大
日
古
』
二
四
‐
七
四
）
や
「
神
祇
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七

人
歴
名
」（『
大
日
古
』
十
五
‐
一
二
九
）
は
、
後
世
の
下
名
に
あ
た
る
任
官

文
書
（
の
案
文
ま
た
は
写
し
）
の
八
世
紀
に
お
け
る
実
例
で
あ
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
本
文
書
の
内
容
か
ら
は
任
符
が
下
名
を
基
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
と

な
る
が
、
こ
れ
は
下
名
の
本
来
的
機
能
や
記
載
内
容
か
ら
し
て
俄
か
に
は
首

肯
し
が
た
い
。【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
参
照
。

�

任
符

外
官
や
畿
外
に
あ
る
京
官
な
ど
の
任
命
の
際
に
発
給
さ
れ
る
太
政
官

符
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
新
任
国
司
に
対
す
る
も
の
。
宛
所
が
新
任
国
司
の
任

国
と
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
任
符
の
任
国
へ
の
到
着
が
国
司
交
替

お
よ
び
俸
禄
支
給
の
基
準
と
さ
れ
た
た
め
新
司
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

文
書
と
さ
れ
、
特
に
九
世
紀
以
降
は
新
司
が
自
ら
こ
れ
を
携
え
て
任
国
に
赴

く
よ
う
に
な
っ
た
。
�
・
�
・
�
・
�
・
�
の
各
文
書
参
照
。

�

藤
原
朝
臣
家
業

生
没
年
未
詳
。『
分
脈
』
に
は
「
有
国
―
貞
嗣
（
本
名
貞

順
）
―
家
業
（
或
有
国
子
）」
お
よ
び
「
有
国
―
家
業
（
実
父
丹
波
守
貞
順

云
々
・
或
本
広
業
子
云
々
）」
と
い
う
二
つ
の
系
譜
が
載
る
。
こ
こ
か
ら
推

測
す
る
に
、
家
業
は
貞
順
（＝

貞
嗣
）
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
後
、
何
ら
か

の
事
情
で
祖
父
有
国
の
養
子
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
に
つ

い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、『
御
堂
』
に
は
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
時

点
で
「
勘
解
由
長
官
（＝

有
国
）
子
家
業
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
十
二
月
十
九
日
条
）、
寛
弘
元
年
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
『
分
脈
』
に
よ
る
と
、
家
業
は
文
章
生
・
蔵
人
か
ら
出
身
し
土
佐
守

（
ま
た
は
介
）・
上
野
介
・
少
納
言
な
ど
を
歴
任
、
極
位
は
従
四
位
上
（
ま
た

は
下
）
ま
で
昇
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
古
記
録
か
ら
家
業
の
足
跡
を
た
ど
る
と
、
長
和
四
年
（
一
〇
一

五
）
に
藤
原
教
通
宅
が
火
災
に
遭
っ
た
際
、
教
通
お
よ
び
藤
原
公
任
が
一
時

家
業
宅
に
避
難
し
て
お
り
（『
小
右
記
』
四
月
十
三
日
条
）、
ま
た
寛
仁
二
年

（
一
〇
一
八
）
に
は
「
大
殿
（＝

藤
原
道
長
）
使
」
と
し
て
藤
原
実
資
や
僧

仁
海
に
道
長
の
書
状
を
届
け
る
家
業
の
様
子
が
確
認
さ
れ
（『
小
右
記
』
五

月
二
四
日
条
・
六
月
八
日
条
、『
御
堂
』
六
月
八
日
条
）、
道
長
と
深
い
関
わ

り
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
で
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
に

は
太
皇
太
后
宮
賀
茂
祭
使
と
な
っ
た
家
業
に
実
資
が
螺
細
剣
を
貸
与
し
て
お

り
、
さ
ら
に
は
家
業
を
「
為
僕
頗
有
志
之
者
也
、
可
謂
如
家
人
�
」
と
評
す

る
な
ど
（『
小
右
記
』
四
月
十
一
日
条
）、
こ
の
時
点
ま
で
に
実
資
と
も
深
い

結
び
つ
き
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
文
書
は
こ
の
翌
年
（
万
寿
元

年
）
の
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
家
業
は
任
期
中
の
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）

に
手
作
布
百
端
を
実
資
に
献
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
小
右
記
』
九
月
二
六

日
条
）、
今
回
の
家
業
の
上
野
介
任
官
は
実
資
の
推
挙
に
よ
る
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
家
業
は
、
い
わ
ゆ
る
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
み
え
る
人
物
と

し
て
も
著
名
で
あ
る
。「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
は
、
前
沢
和
之
氏
に
よ
り

「
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
上
野
国
不
与
解
由
状
草
案
」
と
称
す
べ
き
文
書

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
（「「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
み

る
地
方
政
治
」『
群
馬
県
史
』
通
史
編
二
・
原
始
古
代
二
、
一
九
九
一
）、
こ

れ
は
ま
さ
し
く
本
文
書
に
お
い
て
治
安
四
年
に
上
野
介
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
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が
知
ら
れ
る
家
業
の
、
任
期
満
了
に
よ
る
交
替
に
際
し
て
の
不
与
解
由
状
の

草
案
で
あ
る
。
こ
こ
で
家
業
は
い
わ
ゆ
る
勘
陳
問
答
の
中
に
「
前
司
家
業
」

と
し
て
登
場
し
、
新
司
良
任
の
破
損
や
無
実
の
所
以
を
質
す
勘
問
に
対
し
、

「
是
非
当
任
之
懈
怠
」「
具
由
注
載
代
代
不
与
解
由
状
・
度
度
検
交
替
使
実
録

帳
言
上
先
了
」
な
ど
と
陳
述
し
、
こ
れ
ら
の
破
損
・
無
実
が
自
身
の
責
任
で

は
な
く
代
々
の
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
報
告
も
済
ま
せ
て
い
る
旨
を
主
張
し

て
い
る
。

�

籖
符

任
符
に
同
じ
。
�
文
書
参
照
。

�

上
野
介

日
下
の
署
名
は
「
上
野
介
」
の
み
で
あ
る
が
、
原
文
書
で
は
冒
頭

部
分
の
よ
う
に
「
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
家
業
」
と
続
い
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
上
野
国
は
い
わ
ゆ
る
親
王
任
国
で
あ
る
た
め
、
介
が
受
領
に
あ
た
る
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
治
安
四
年
（
万
寿
元
年
、
一
〇
二
四
）
正
月
に
上
野
介
に
任
官
さ

れ
た
藤
原
家
業
が
、「
下
名
」
に
記
さ
れ
た
位
階
が
誤
っ
て
い
た
た
め
に
任
符
の

発
給
を
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
宣
旨
を
下
し
正
し
い
位
階
に
基
づ
い
て
任
符
を

発
給
す
る
こ
と
を
、
同
年
七
月
に
至
り
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
除
目
は
、
任
官
す
べ
き
官
名
が
列
記
さ
れ
た
大
間
と
呼
ば
れ
る
文

書
に
執
筆
の
大
臣
が
入
眼
（
任
人
の
名
を
書
き
入
れ
る
こ
と
）
し
て
い
き
、
そ
の

後
完
成
し
た
大
間
を
天
覧
に
供
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
上
卿
お
よ
び
清
書
の
参
議

に
よ
っ
て
召
名
（＝

除
目
清
書
）
を
作
成
し
奏
覧
す
る
、
と
い
う
手
順
で
行
わ
れ

た
。
以
上
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
大
間
へ
の
入
眼
後
に
任
人
の
変
更
や

追
任
者
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
た
め
、
除
目
に
お
い
て
は
召
名
こ
そ
が
も
っ

と
も
正
式
な
文
書
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
以
降
は
召
名
の
作
成
・
奏
覧
に

よ
っ
て
任
官
が
最
終
的
に
決
定
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
加
え
て
外
官
へ
の
任
官
の

際
に
は
、
外
記
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
召
名
の
写
し
が
任
符
所
へ
送
ら
れ
、
任
国

へ
新
司
の
任
官
を
通
知
す
る
太
政
官
符
で
あ
る
任
符
が
作
成
さ
れ
た
。
市
大
樹
氏

の
研
究
に
よ
る
と
、
国
司
の
交
替
は
任
符
の
任
国
へ
の
到
着
を
基
準
と
し
て
お
り
、

ま
た
任
符
の
作
成
・
発
給
の
過
程
で
少
納
言
局
が
請
印
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
由
状
未
得
者
の
赴
任
を
停
止
さ
せ
る
仕
組
み
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
国
司

の
場
合
は
除
目
に
よ
っ
て
任
官
さ
れ
る
の
み
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
後
首
尾
よ
く

任
符
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
家
業
は
か
よ
う
に
重
要
な
任
符
が

「
下
名
」
の
記
載
ミ
ス
に
よ
り
取
得
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
た
め
、
改
め
て

任
符
を
発
給
す
る
よ
う
自
ら
申
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
符
宣
抄
』
第
八
に
は

任
符
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
宣
旨
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
任
人

の
名
や
カ
バ
ネ
の
誤
記
な
ど
を
訂
正
し
て
任
符
を
発
給
す
る
よ
う
命
じ
る
宣
旨
が

「
名
替
」
と
し
て
四
通
一
括
し
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
家
業
は
こ
の
よ
う
な
宣
旨

お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
任
符
発
給
を
期
待
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
文
書
は
任
符
が
「
下
名
」
か
ら
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お

り
、
こ
こ
に
本
文
書
の
重
大
な
問
題
点
が
存
在
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
任
符

は
本
来
、
召
名
の
写
し
を
任
符
所
に
送
り
作
成
し
て
い
た
た
め
、
任
符
の
基
礎
資

料
と
な
る
の
は
召
名
（
の
写
し
）
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
召
名
が

除
目
清
書
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
や
、
大
間
に
入
眼
し
決
定
さ
れ
た
任
官
者
名
を
勅

任
・
奏
任
な
ど
の
別
に
よ
り
「
清
書
」
し
任
官
を
最
終
的
に
確
定
さ
せ
る
と
い
う
、

召
名
の
本
来
的
な
性
質
に
照
ら
し
て
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
下
名
は
召
名
と
は
別
個
に
大
間
か
ら
作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
て
、
四

位
・
五
位
・
初
位
以
上
（
六
位
）
そ
れ
ぞ
れ
に
大
間
か
ら
任
人
を
数
人
ず
つ
抄
出

し
た
の
み
の
書
様
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
正
確
な
位
階
が
記
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
任
符
作
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
は
適
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
下

名
と
は
、
任
官
儀
礼
の
中
心
的
行
事
で
あ
る
唱
名
の
儀
（
召
名
を
も
と
に
任
人
名
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を
読
み
上
げ
る
儀
式
）
に
先
立
ち
任
人
を
点
検
す
る
唱
計
の
儀
で
使
用
さ
れ
る
名

簿
を
そ
の
前
身
と
す
る
。
そ
し
て
註
�
で
触
れ
た
「
上
階
官
人
歴
名
」
お
よ
び

「
神
祇
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」（
そ
れ
ぞ
れ
『
大
日
古
』
二
四
‐
七
四
、

十
五
‐
一
二
九
）
は
、
そ
の
よ
う
な
下
名
の
前
身
文
書
（
正
確
に
は
そ
の
案
文
ま

た
は
写
し
）
の
八
世
紀
に
お
け
る
実
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
も
や
は
り

位
階
や
カ
バ
ネ
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
下
名
（
お
よ
び
そ
の
前
身
文

書
）
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
任
符
作
成
の
基
礎
資
料
と
な
り
う
る
よ
う
な
特
性

を
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文
書
の
「
下
名
」
を
文
字

ど
お
り
下
名
と
解
す
る
こ
と
に
は
か
よ
う
に
多
く
の
障
壁
が
存
在
し
、
俄
か
に
は

首
肯
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
断
案
を
下
す
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
上
述
の
状
況
を
す
べ

て
加
味
す
れ
ば
、
や
は
り
下
名
が
任
符
作
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と

想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
以
下
に
、
そ
の
よ
う
な
認

識
を
前
提
と
し
た
上
で
考
え
う
る
可
能
性
を
記
す
こ
と
と
し
た
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
唱
計
の
儀
・
唱
名
の
儀
を
含
む
任
官

儀
礼
全
体
が
、『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
な
ど
で
は
「
下
名
事
」「
除
目
下
名
」

あ
る
い
は
「
下
名
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
書
と
し
て
の
下
名

は
唱
計
の
儀
で
し
か
使
用
さ
れ
ず
、
唱
名
の
儀
で
任
人
名
を
読
み
上
げ
る
の
に
使

わ
れ
る
の
は
召
名
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
双
方
を
指
し
て
「
下
名
」
な
ど
と
称
す
る

こ
と
は
本
来
不
自
然
な
は
ず
で
あ
る
。
現
に
『
小
右
記
』
に
は
両
者
を
「
除
目
下

名
」「
除
目
召
名
」
と
呼
び
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
記
事
も
存
在
す
る

（
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
二
月
二
日
条
）。
し
か
し
、『
小
右
記
』
に
も
こ
れ
に

先
立
つ
時
点
で
任
官
儀
礼
全
体
を
「
除
目
下
名
」
と
称
し
て
い
る
と
解
し
う
る
事

例
が
存
在
し
（
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
九
月
二
日
条
・
十
月
五
日
条
）、
類
似
の

事
例
と
し
て
『
御
堂
』
に
も
任
官
儀
礼
全
体
を
「
下
下
名
」「
給
下
名
」
な
ど
と

表
現
し
た
記
事
が
確
認
さ
れ
る
（
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
月
二
四
日
条
・
二

六
日
条
）。
そ
し
て
『
中
右
記
』
や
『
師
通
記
』
な
ど
に
至
る
と
、
任
官
儀
礼
全

体
を
「
下
名
」「
除
目
下
名
」
な
ど
と
称
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
定
着
し
て
い
る

様
子
が
認
め
ら
れ
る
（『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
一
月
二
十
日

条
・
十
二
月
二
七
日
条
の
「
行
清
書
并
下
名
事
等
」
な
ど
）。
こ
の
よ
う
に
、
十

世
紀
末
以
降
は
徐
々
に
任
官
儀
礼
全
体
を
「
下
名
」
の
語
で
表
現
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
は
十
一
世
紀
末
ま
で
に
浸
透
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
参
照
す
る
と
、
本
文
書
の
年
代
は
任
官
儀
礼
全
体
が
「
下
名
」
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
移
行
期
に
位
置
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
「
下
名
」（＝

任
官
儀
礼
）
の
中
心
は
あ
く
ま
で
唱
名
の
儀
で
あ
り
、
そ
こ

で
使
用
さ
れ
る
文
書
が
召
名
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
こ
の
時
期
に
は

「
下
名
」「
召
名
」
の
語
が
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
起
こ
り
え
、
本
文
書
の
「
下
名
」

は
実
際
に
は
召
名
を
指
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

文
書
と
し
て
の
召
名
を
「
下
名
」
と
称
し
た
明
確
な
事
例
は
管
見
の
か
ぎ
り
他
に

見
当
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
状
で
考
え

う
る
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
文
書
名
に
つ
い
て
付
言
す
る
。
本
文
書
は
『
群
載
』
巻
二
二
目
録
の

「
依
下
名
誤
依
本
位
申
賜
官�

符�

」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
こ

れ
に
基
づ
き
、
国
史
大
系
本
は
本
文
書
の
文
書
名
を
「
藤
原
家
業
依
下
名
誤
依
本

位
賜
官�

符�

申
文
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
文
書
内
容
お
よ
び
本
文
第
一
行
の
表
題

か
ら
は
、
文
書
名
と
し
て
は
「
任
符
」
の
語
を
使
用
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
文
書
名
を
「
藤
原
家
業
依
下
名
誤
依
本
位
賜
任�

符�

申

文
」
と
改
め
た
。

【
関
連
史
料
】
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『
符
宣
抄
』
第
八
任
符
、『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
、『
江
家
次
第
』
巻
四
除
目
、

「
上
階
官
人
歴
名
」（『
大
日
古
』
二
四
‐
七
四
）、「
神
祇
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七

人
歴
名
」（『
大
日
古
』
十
五
‐
一
二
九
）、「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」（『
群
馬
県

史
』
資
料
編
四
・
原
始
古
代
四
、
平
‐
四
六
〇
九
）

【
参
考
文
献
】

市
大
樹
「
国
司
任
符
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
、
一
九

九
八
）、
同
「
国
司
任
符
の
発
給
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
十
四
、
一
九
九

八
）、
佐
々
木
恵
介
「
古
代
に
お
け
る
任
官
結
果
の
伝
達
に
つ
い
て
」（
笹
山
晴
生

編
『
日
本
律
令
制
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）、
西
本
昌
弘
「
八
・
九

世
紀
の
内
裏
任
官
儀
と
可
任
人
歴
名
」（『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』
塙
書

房
、
一
九
九
七
、
初
出
一
九
九
五
）、
渡
辺
滋
「
日
本
古
代
に
お
け
る
任
官
関
係

文
書
の
特
質
」（『
日
本
史
研
究
』
五
一
四
、
二
〇
〇
五
）

（
山
本

祥
隆
）

�
出
羽
守
橘
時
舒
改
路
次
申
文

國
司
申
改
路
次

�

�

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣
時
舒
解

申
請

官
裁
事

�

�

請
殊
蒙

官
裁
、
因
准
前
例
、
被
給
官
符
於
東
海
道
、
准
正
道
赴
任
國
状

�

�

�

�

	




�

�

右
謹
、
須
自
路
次
罷
下
。
而
頃
年
之
間
、
水
陸
自
変
、
遠
行
之
程
、
道
路
多
嶮
。



�

�

�

望
請

官
裁
。
因
准
前
例
、
給
食
馬
官
符
於
海
道
、
將
以
罷
向
矣
。
仍
注
事
状
謹

解
。

�

天
禄
二
年
四
月
五
日

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣

【
校
訂
註
】

�

解
…
下
に
空
白
な
し
（
伴
）

�

官
裁
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

�

官
裁
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

�

於
…
脱
〔「
於
」
を
補
〕（
伴
）

�

↓
補
注

�

須
…
「
頃
」（
史
・
豊
）

�

自
…
「
目
」〔「
自
イ
」
と
傍
書
〕（
史
・
豊
）

�

頃
…
「
項
」（
底
・
葉
・
東
）

	

水
…
脱
〔「
水
」
を
補
〕（
伴
）




自
…
欠
（
底
）、「
日
」（
葉
・
史
・
豊
）

�

変
…
「
爰
」（
紅
）、「
爰
」〔「
変
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

嶮
…
「
冷
」（
底
・
葉
・
東
）、「
冷
」〔「
嶮
イ
」
と
傍
書
〕（
史
・
豊
）



官
裁
…
闕
字
せ
ず
（
底
）

�

准
…
脱
〔「
准
」
を
補
〕（
史
）、
脱
（
豊
）

�

前
…
「
先
」（
葉
）

�

食
…
「
人
�
」〔「
食
」「
食
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

位
…
脱
〔「
位
」
を
補
〕（
伴
）

補
注史

・
豊
は
下
に
挿
入
符
の
み
が
あ
り
、
伴
は
下
に
挿
入
符
が
あ
り
「
検
案
内
」

を
補
い
、
大
は
「
謹
検
案
内
」
と
し
て
い
る
。「
謹
検
案
内
」
と
し
た
方
が
文
意

は
通
る
が
、
底
な
ど
の
写
本
を
尊
重
し
て
あ
え
て
補
わ
ず
本
文
を
校
訂
し
た
。

【
書
き
下
し
】

国
司
路
次
を
改
む
る
を
申
す
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�

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣
時
舒
解
し

申
し
請
ふ

官
裁
の
事

�

殊
に

官
裁
を
蒙
り
、
前
例
に
因
准
し
、
官
符
を
東
海
道
に
給
は
ら
れ
、
正
道

に
准
へ
て
任
国
に
赴
か
む
こ
と
を
請
ふ
状

�
右
謹
み
て
、
須
く
路
次
よ
り
罷
り
下
る
べ
し
。
而
る
に
頃
年
の
間
、
水
陸
自
ら
変

は
り
、
遠
行
の
程
、
道
路
嶮
多
し
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

官
裁
を
。
前
例
に
因
准

�

し
、
食
馬
の
官
符
を
海
道
に
給
ひ
、
将
に
以
て
罷
り
向
か
は
む
と
す
。
仍
て
事
状

を
注
し
謹
み
て
解
す
。

（

九

七

一

）

天
禄
二
年
四
月
五
日

従
五
位
上
行
出
羽
守
橘
朝
臣

【
註
】

�

橘
朝
臣
時
舒

生
没
年
未
詳
。
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
月
二
八
日
に
散
位

従
五
位
下
（『
九
暦
』）、
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
月
十
一
日
に
従
五
位
上

少
納
言
・
侍
従
・
紀
伊
権
介
（『
符
宣
抄
』
第
四
帝
皇
）
と
し
て
見
え
る
。

�

正
道

こ
こ
で
は
出
羽
国
の
所
属
す
る
東
山
道
の
こ
と
。「
路
次
」
も
同
じ

意
味
。

�

謹
み
て

本
来
は
「
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
」
な
ど
と
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。【
校
訂
註
】
補
注
参
照
。

�

食
馬
の
…
に
給
ひ

任
国
ま
で
に
通
過
す
る
東
海
道
諸
国
に
食
料
と
馬
の
供

給
を
命
じ
る
官
符
（
枉
道
官
符
）
を
発
給
す
る
こ
と
。【
文
書
の
位
置
づ

け
・
機
能
】
参
照
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
出
羽
守
橘
時
舒
が
任
国
出
羽
国
（
東
山
道
所
属
）
に
赴
く
に
あ
た
っ

て
、
通
過
す
る
東
海
道
諸
国
に
食
料
と
馬
の
供
給
を
命
じ
る
官
符
を
下
す
こ
と
を

請
求
す
る
解
で
あ
る
。
規
定
の
路
次
と
は
異
な
る
国
々
を
通
過
し
て
地
方
に
下
向

す
る
こ
と
を
「
枉
道
を
取
る
」
と
い
い
、
官
人
が
地
方
を
移
動
す
る
際
に
、
規
定

以
外
の
道
を
利
用
す
る
場
合
に
枉
道
を
申
請
し
、
通
過
す
る
国
々
か
ら
供
給
を
受

け
て
い
た
（
通
常
の
国
司
赴
任
時
の
供
給
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
�
文
書
参
照
）。

長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
斎
宮
頭
藤
原
相
通

夫
妻
の
配
所
へ
の
移
送
に
際
し
て
「
不
給
狂
〔
枉
〕
道
宣
旨
、
国
々
不
逓
送
歟
」

（『
小
右
記
』
八
月
十
二
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
規
定
の
路
次
以
外
の
国
々
を
経

路
と
す
る
場
合
、
政
府
か
ら
の
枉
道
を
許
可
す
る
文
書
が
な
け
れ
ば
、
通
過
す
る

諸
国
に
お
い
て
食
馬
の
供
給
な
ど
の
逓
送
の
協
力
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

さ
て
本
文
書
に
見
え
る
東
海
道
・
東
山
道
の
古
代
に
お
け
る
交
通
の
様
相
に
つ

い
て
は
川
尻
秋
生
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
川
尻
氏
に
よ
る
と
、
八
世
紀
か
ら
す
で

に
京
か
ら
東
山
道
諸
国
へ
の
下
向
に
東
海
道
諸
国
が
経
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
本
文
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
東
山
道
の
交
通
の
困
難
さ
な
ど
が
理

由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
平
安
時
代
に
な
る
と
こ
の
よ
う
な
経
路
を
と
る

国
司
が
史
料
に
頻
出
す
る
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
に
陸

奥
守
と
な
っ
た
橘
為
仲
が
い
る
。
彼
が
任
国
へ
の
途
次
で
詠
ん
だ
歌
が
『
橘
為
仲

集
』
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
彼
は
都
を
出
発
し
、
近
江
国
・

尾
張
国
・
参
河
国
・
遠
江
国
・
駿
河
国
・
相
模
国
・
武
蔵
国
を
経
過
し
て
陸
奥
国

に
到
っ
て
い
る
。

そ
し
て
規
定
の
路
次
以
外
の
経
路
で
任
国
に
赴
く
国
司
は
、
通
過
す
る
国
々
で

食
料
や
馬
の
供
給
を
受
け
る
た
め
に
、
赴
任
に
先
立
っ
て
「
枉
道
官
符
」
の
発
給

を
申
請
し
た
。
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）、
こ
の
「
枉
道
官
符
」
に
よ
る
人
馬
の

徴
発
に
よ
っ
て
部
内
が
疲
弊
し
て
い
る
と
東
海
道
の
駿
河
国
が
上
申
し
、
そ
れ
を

受
け
て
政
府
は
枉
道
の
禁
止
を
命
じ
て
い
る
（『
別
聚
』
延
喜
十
四
年
六
月
十
三

日
官
符
）。
本
文
書
は
ま
さ
に
こ
の
「
枉
道
官
符
」
を
申
請
す
る
文
書
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
延
喜
十
四
年
の
禁
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
枉
道
は
頻
繁
に
行
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わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
秋
田
城
介
（
東
山
道
出
羽
国
）

と
な
っ
た
源
信
親
は
「
海
道
」
か
ら
赴
任
す
る
た
め
、
枉
道
官
符
の
発
給
を
申
請

し
許
可
さ
れ
て
い
る
（『
権
記
』
十
月
二
日
・
三
日
条
）。
本
文
書
が
文
例
集
で
あ

る
『
群
載
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
枉
道
は
禁
止
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
安
中
期
以
降
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

【
関
連
史
料
】

『
別
聚
』
延
喜
十
四
年
六
月
十
三
日
官
符
・
延
喜
十
四
年
六
月
十
三
日
宣
、『
権

記
』
長
徳
元
年
十
月
二
日
・
三
日
条
、『
小
右
記
』
長
元
四
年
八
月
十
二
日
条
、

『
橘
為
仲
集
』（
和
歌
史
研
究
会
編
『
私
家
集
大
成

二

中
古
�
』
明
治
書
院
、

一
九
七
五
）

【
参
考
文
献
】

川
尻
秋
生
「
古
代
東
国
に
お
け
る
交
通
の
特
質
―
東
海
道
・
東
山
道
利
用
の
実

態
―
」（『
古
代
交
通
研
究
』
十
一
、
二
〇
〇
二
）、
一
志
茂
樹
『
古
代
東
山
道
の

研
究
』（
信
毎
書
籍
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
）

（
吉
松

大
志
）

�
駿
河
国
司
国
司
以
下
帯
剣
申
文

國
司
以
下
申
帶
剱

駿
河
國
司
解

申
請

官
裁
事

請
因
准
諸
國
例
、
被
令
國
司
并
郡
司
・
雜
任
帶
剱
状

�

�

�

�

右
謹
検
案
内
、
當
國
西
作
遠
江
國
榛
原
郡
、
東
承
相
模
國
足
柄
關
。
况
復
國
内
帶

�

�

�

	




�

清
見
・
横
走
兩
關
。
坂
東
暴
戻
之
類
、
得
地
往
反
、
隣
國
奸
猾
之
徒
、
占
境
栖
集
。

�



�

�

�

侵
害
屡
聞
、
奪
撃
發
。
百
姓
不
安
、
境
内
無
静
。
國
宰
守
官
符
旨
、
勘
糺
奸
犯
之

�

�

�

�

�

輩
、
不
帶
弓
箭
、
無
便
追
捕
。
近
則
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
、
判
官
代
永
原
忠
藤
等
、

�

�

�

�

去
天
暦
八
年
被
殺
害
、
介
橘
朝
臣
忠
幹
、
去
年
被
殺
害
也
。
是
或
拒
押
公
事
、
或

�

�

�

�

忽
結
私
怨
、
往
々
所
侵
也
。
重
検
傍
例
、
甲
斐
・
信
濃
等
國
、
雖
云
不
置
關
門
、

�

�

 

去
承
平
・
天
慶
之
間
、
任
國
申
請
、
已
被
裁
許
。
此
國
已
帶
両
關
、
何
不
申
請
。

!

"

#

加
以
可
捕
糺
私
帶
兵
仗
之
輩
、
及
勤
行
警
固
之
状
、
官
符
重
疊
。
若
無
弓
矢
之
儲
、

$

%

&

'

何
禦
非
常
之
危
。
望
請

官
裁
。
准
諸
國
例
、
被
裁
許
件
帶
剱
、
將
為
不
虞
之
備
。

(

仍
録
事
状
、
謹
請

官
裁
。
謹
解
。

天
暦
十
年
六
月
廿
一
日

)

*

件
帶
剱
事
、
同
年
十
月
廿
一
日
中
納
言
師
尹
宣
、
奉

勅
、
依
請
。

【
校
訂
註
】

�

作
…
「
作
」〔「
限
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

榛
…
「
�
」〔「
榛
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

關
…
「
開
」〔「
關
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

况
…
「
兄
」（
紅
・
東
）

�

清
…
「
請
」〔「
清
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

横
…
「
模
」〔「
横
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

兩
…
「
西
」〔「
両
」
と
傍
書
〕（
伴
）

	

之
…
欠
（
紅
）




猾
…
「
榾
」〔「
猾
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

占
…
「
古
」（
底
・
葉
）、「
古
」〔「
占
イ
」
と
傍
書
〕（
史
）

�

聞
…
「
鬪
」（
史
・
豊
・
大
）、「
開
」〔「
聞
」
と
傍
書
〕（
伴
）



撃
…
下
に
「
自
」
を
補
（
伴
）、
下
に
「
自
」
あ
り
（
大
）

�

官
…
脱
（
葉
）
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�

糺
…
「
記
」（
紅
）、「
記
」〔「
糾
」「
糺
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

奸
…
脱
（
底
・
葉
）、
脱
〔「
奸
イ
」
と
補
〕（
史
・
豊
）

�

不
帶
…
上
に
「
不
帯
」〔
右
に
「
本
ノ
如
ク
」
と
傍
書
、
左
に
抹
消
符
〕
あ

り
（
葉
）

�

便
…
「
使
」〔「
便
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

捕
…
「
補
」〔「
捕
歟
」
と
傍
書
〕（
伴
）、「
補
」（
大
）

�

近
…
「
進
」〔「
近
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

代
…
「
氏
」（
東
）

�

殺
…
「
致
」〔「
殺
」「
殺
」
と
傍
書
〕（
伴
）

	

幹
…
「
�
」〔「
幹
」「
幹
」
と
傍
書
〕（
伴
）




拒
…
「
�
」〔「
拒
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

押
…
「
捍
」（
史
・
豊
・
大
）

�

私
…
「
�
」〔「
私
イ
」
と
傍
訂
〕（
史
）、「
�
」〔「
私
」
と
傍
訂
〕（
豊
）



重
…
「
至
」（
東
）

�

等
…
脱
〔「
等
」
を
補
〕（
底
）

�

雖
…
「
�
」（
紅
）、「
権
」〔「
雖
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

承
…
「
康
」（
底
・
葉
・
豊
・
紅
・
東
）、「
康
」〔「
承
」
と
傍
訂
〕（
史
）

�

國
…
脱
〔「
國
」
を
補
〕（
史
）、
脱
〔「
國
イ
」
と
補
〕（
豊
）

�

國
…
「
□
」（
東
）

�

以
…
下
に
「
下
」
あ
り
（
紅
）、
下
に
「
下
」
あ
り
〔「
不
」「
一
本
无
」
と

傍
書
〕（
伴
）、
下
に
「
不
」
あ
り
（
大
）

�

糺
…
「
糺
」〔「
糾
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

私
…
「
�
」（
紅
）、
脱
（
伴
）

�

准
…
「
准
」〔「
準
」
と
補
訂
〕（
伴
）、「
準
」（
大
）

�

例
…
脱
（
紅
）、
脱
〔「
例
」
を
捕
〕（
伴
）

�

將
…
脱
（
伴
）

�

虞
…
「
慮
」（
紅
・
東
・
伴
・
大
）

�

解
…
「
行
」（
紅
）、「
行
」〔「
解
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

勅
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
東
・
伴
）

�

請
…
脱
（
東
）

【
書
き
下
し
】

国
司
以
下
帯
剣
を
申
す

駿
河
国
司
解
し

申
し
請
ふ

官
裁
の
事

諸
国
の
例
に
因
准
し
、
国
司
并
せ
て
郡
司
・
雑
任
を
し
て
帯
剣
せ
し
め
ら
れ
む

こ
と
を
請
ふ
状

�

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
当
国
西
に
遠
江
国
榛
原
郡
を
作
し
、
東
に
相
模
国

�

�

足
柄
関
を
承
く
。
況
む
や
復
た
国
内
清
見
・
横
走
の
両
関
を
帯
ぶ
る
を
や
。
坂
東

暴
戻
の
類
、
地
を
得
て
往
反
し
、
隣
国
奸
猾
の
徒
、
境
を
占
め
栖
集
す
。
侵
害
し

ば
し
ば
聞
き
、
奪
撃
を
発
す
。
百
姓
安
か
ら
ず
し
て
、
境
内
静
か
な
る
こ
と
無
し
。

国
宰
官
符
の
旨
を
守
り
、
奸
犯
の
輩
を
勘
糺
す
る
も
、
弓
箭
を
帯
び
ざ
れ
ば
、
追

 

!

捕
に
便
無
し
。
近
く
は
則
ち
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
、
判
官
代
永
原
忠
藤
等
、
去
る

"

天
暦
八
年
殺
害
せ
ら
れ
、
介
橘
朝
臣
忠
幹
、
去
る
年
殺
害
せ
ら
る
る
な
り
。
是
或

は
公
事
を
拒
押
し
、
或
は
忽
ち
私
怨
を
結
び
、
往
々
に
侵
す
所
な
り
。
重
ね
て
傍

#

$

例
を
検
ず
る
に
、
甲
斐
・
信
濃
等
国
、
関
門
を
置
か
ず
と
云
ふ
と
雖
も
、
去
る
承

平
・
天
慶
の
間
、
国
の
申
請
に
任
せ
、
已
に
裁
許
せ
ら
る
。
此
の
国
已
に
両
関
を

帯
ぶ
る
に
、
何
ぞ
申
請
せ
ざ
ら
む
。
加
以
、
私
に
兵
仗
を
帯
ぶ
る
の
輩
を
捕
糺
し
、

及
び
警
固
を
勤
行
す
べ
き
の
状
、
官
符
重
畳
た
り
。
若
し
弓
矢
の
儲
無
く
は
、
何

ぞ
非
常
の
危
を
禦
が
む
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

官
裁
を
。
諸
国
の
例
に
准
へ
、
件

の
帯
剣
を
裁
許
せ
ら
れ
、
将
に
不
虞
の
備
と
為
さ
む
こ
と
を
。
仍
て
事
状
を
録
し
、

122



謹
み
て

官
裁
を
請
ふ
。
謹
み
て
解
す
。

（

九

五

六

）

天
暦
十
年
六
月
廿
一
日

�

件
の
帯
剣
の
事
、
同
年
十
月
廿
一
日
中
納
言
師
尹
宣
す
ら
く
、

勅
を
奉
る
に
、

請
ひ
に
依
れ
。

【
註
】

�

相
模
国
足
柄
関

相
模
国
足
柄
峠
に
所
在
し
た
関
。
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）

に
、
運
送
活
動
に
従
事
す
る
と
と
も
に
そ
の
機
動
力
を
活
か
し
て
略
奪
行
為

を
は
た
ら
く
僦
馬
の
党
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
（『
三
代
格
』

巻
十
八
・
同
年
九
月
十
九
日
太
政
官
符
）。
さ
ら
に
翌
三
年
に
は
過
所
を
用

い
た
勘
過
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（『
三
代
格
』
巻
十
八
・
同
年
八
月
五
日
太

政
官
符
）。『
将
門
記
』
に
よ
れ
ば
、
平
将
門
は
諸
国
の
制
圧
を
は
か
っ
た
際

に
征
討
軍
を
足
柄
・
碓
氷
の
二
関
で
阻
む
構
想
を
述
べ
て
お
り
、
坂
東
諸
国

の
軍
事
・
防
衛
上
の
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

�

清
見

清
見
関
。
駿
河
国
廬
原
郡
に
所
在
す
る
。
初
見
は
本
文
書
。『
枕
草

子
』（「
関
は
」）
に
、
足
柄
関
・
横
走
関
等
と
並
び
、
関
の
代
表
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
更
級
日
記
』
に
は
、
海
に
面
し
て
立
地
し
、
多
数
の

「
関
屋
」
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
清
見
関
に

つ
い
て
は
『
紀
略
』
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
正
月
二
五
日
条
に
「
凶
党
」
に

破
ら
れ
た
記
事
が
み
え
る
岫
崎
関
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
岫
崎
関
は
、
地
理

的
に
清
見
関
と
近
接
す
る
一
方
で
両
者
が
併
記
さ
れ
る
史
料
が
な
い
こ
と
か

ら
同
一
の
関
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
、『
海
道
記
』『
東
関
紀
行
』
等
の
紀
行

文
に
は
清
見
関
と
岫
崎
は
別
所
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
同
所
と
み
な
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
（
金
田
章
裕
「
駿
河
国
」『
古
代
日
本
の
交
通
路
』
�
、

大
明
堂
、
一
九
七
八
ほ
か
）。
両
関
が
別
個
で
あ
る
場
合
、
清
見
関
は
天
慶

三
年
に
破
壊
さ
れ
た
岫
崎
関
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
な
お
、
岫
崎
関
を
破
っ
た
「
凶
党
」
は
官
符
使
を
襲
撃
す
る
と
と
も
に

駿
河
国
国
分
寺
を
攻
撃
し
て
お
り
、『
貞
信
公
記
抄
』
同
日
条
に
も
駿
河
国

に
乱
入
し
た
「
賊
」
と
し
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
こ
の
時
期
は
平

将
門
の
乱
の
渦
中
に
あ
た
り
、
将
門
側
の
軍
兵
に
よ
る
攻
撃
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

�

横
走

横
走
関
。
駿
河
国
駿
河
郡
に
所
在
す
る
。
同
地
は
甲
斐
・
相
模
へ
の

分
岐
点
、
ま
た
足
柄
峠
へ
の
基
点
と
し
て
交
通
の
要
衝
に
あ
た
る
。
横
走
関

の
近
傍
に
あ
た
る
横
走
駅
に
は
東
海
道
の
駅
と
し
て
は
例
外
的
に
二
〇
疋
の

馬
が
配
置
さ
れ
、
伝
馬
五
疋
も
所
属
し
て
い
た
（
延
喜
兵
部
式
７９
東
海
道
駅

伝
馬
条
）。

�

管
益
頭
郡
司
伴
成
正

ほ
か
に
み
え
ず
。

�

判
官
代
永
原
忠
藤

ほ
か
に
み
え
ず
。
判
官
代
は
、
一
〇
世
紀
半
ば
頃
か
ら

田
所
・
税
所
・
大
帳
所
な
ど
で
勘
合
等
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
散

見
さ
れ
、
一
一
世
紀
に
は
在
庁
官
人
の
一
般
的
肩
書
き
と
な
っ
た
（
平
‐
八

五
五
な
ど
）。
そ
の
一
方
で
、
判
官
代
の
肩
書
き
を
持
つ
人
物
が
郡
司
（
平

‐
六
九
九
）
や
郷
司
（
平
‐
一
一
五
〇
）
に
任
命
さ
れ
る
事
例
も
み
え
る
。

本
文
書
の
永
原
忠
藤
も
、
国
府
の
業
務
に
従
事
し
た
在
地
の
人
物
と
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

�

介
橘
朝
臣
忠
幹

父
は
長
盛
（『
分
脈
』）。『
勅
撰
作
者
部
類
』
に
「
五
位
駿

河
守
〔
介
ヵ
〕」
と
あ
る
。
作
歌
が
『
拾
遺
和
歌
集
』『
続
古
今
和
歌
集
』
に

載
る
。

	

甲
斐
・
信
濃
等
国

天
慶
二
年
に
平
将
門
の
謀
反
が
報
告
さ
れ
る
と
、
将
門

に
追
わ
れ
た
坂
東
諸
国
の
国
司
が
退
避
し
た
信
濃
国
に
対
し
、
軍
兵
を
徴
発

し
て
国
内
を
守
備
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
（『
紀
略
』
同
年
十
二
月
二
九

123



日
条
）。
信
濃
国
司
の
帯
剣
は
、
あ
る
い
は
こ
の
時
の
措
置
に
よ
る
か
。

�

承
平

底
本
以
下
の
諸
本
は
「
康
平
」
と
す
る
が
、
康
平
年
間
（
一
〇
五
八

〜
六
五
）
は
天
暦
十
年
か
ら
回
顧
す
る
事
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
史
料
編

纂
所
本
の
傍
訂
等
を
尊
重
し
て
「
承
平
」
に
改
め
た
。

�

中
納
言
師
尹

藤
原
師
尹
。
父
は
忠
平
。
母
は
源
能
有
女
昭
子
（『
分
脈
』）。

師
輔
の
同
母
弟
。
子
に
貞
時
・
済
時
ら
が
お
り
、
女
芳
子
は
村
上
天
皇
女
御

と
な
っ
た
。
承
平
二
年
（
九
三
二
）
元
服
に
際
し
て
叙
爵
。
同
五
年
に
昇
殿

を
許
さ
れ
た
。
侍
従
・
左
兵
衛
佐
・
右
中
弁
・
蔵
人
頭
・
左
近
衛
中
将
等
を

歴
任
し
、
天
慶
八
年
に
参
議
に
至
っ
た
。
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
に
従
三
位

権
中
納
言
、
同
五
年
に
中
納
言
、
天
徳
四
年
（
九
五
八
）
に
権
大
納
言
、
康

保
三
年
（
九
六
六
）
に
大
納
言
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
、
同
四
年
に
は
右
大

臣
に
就
い
た
。
安
和
二
年
（
九
六
九
）
に
左
大
臣
源
高
明
が
大
宰
権
帥
に
左

降
さ
れ
る
と
左
大
臣
に
昇
っ
た
が
、
同
年
薨
去
し
て
正
一
位
を
追
贈
さ
れ
た

（
以
上
、『
補
任
』）。
忠
平
の
小
一
条
第
を
伝
領
し
て
小
一
条
左
大
臣
と
号
し
、

小
一
条
流
の
祖
と
な
っ
た
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
国
司
以
下
雑
任
以
上
の
帯
剣
を
申
請
す
る
国
解
で
あ
る
。
国
の
申

請
に
基
づ
く
帯
剣
許
可
と
い
う
流
れ
は
、
本
文
書
に
よ
れ
ば
駿
河
・
甲
斐
・
信
濃

国
で
と
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
手
続
き
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

国
司
帯
剣
の
源
流
は
、
公
式
令
５２
内
外
諸
司
条
に
求
め
ら
れ
る
。
同
条
で
は
、

「
五
衛
府
・
軍
団
及
諸
帯
仗
者
、
為
武
〈
大
宰
府
・
三
関
国
・
及
内
舎
人
、
不
在

武
限
〉」
と
い
う
形
で
、
大
宰
府
官
や
三
関
国
司
が
器
仗
を
帯
び
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
文
書
に
み
え
る
国
司
帯
剣
と
比
較
す
る
と
、
こ
こ

で
の
帯
剣
は
象
徴
的
儀
礼
的
意
味
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

延
喜
兵
部
式
５９
諸
国
帯
仗
条
に
は
、
大
宰
府
管
内
諸
国
、
東
国
（
武
蔵
・
安

房
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
・
陸
奥
・
出
羽
）・
日
本
海
側
諸
国

（
越
後
・
佐
渡
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
）
の
国
郡
司
・
雑

任
ら
に
帯
仗
を
許
す
規
定
が
あ
り
、
公
式
令
の
規
定
を
大
き
く
超
え
る
範
囲
の
地

方
官
に
帯
剣
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
長
門
・
出
雲
・
因
幡
国
の
帯
剣
は
、

貞
観
年
間
の
措
置
（『
三
実
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
十
二
月
二
一
日
条
・
同
九

年
四
月
八
日
条
・
同
十
二
年
六
月
二
日
条
）
に
制
度
的
淵
源
を
も
つ
。
こ
の
時
期

の
日
本
海
側
諸
国
は
、
新
羅
海
賊
の
襲
撃
な
ど
に
よ
っ
て
不
穏
な
情
勢
に
あ
り

（『
三
実
』
同
十
一
年
六
月
十
五
日
条
）、
帯
剣
許
可
の
背
景
と
な
っ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
国
司
帯
剣
に
は
、
国
内
治
安
と
の
強
い
相
関
関
係
が

認
め
ら
れ
、
帯
剣
が
持
つ
意
味
も
単
な
る
個
人
的
な
武
装
に
と
ど
ま
ら
ず
、
治
安

維
持
を
視
野
に
入
れ
た
簡
便
な
武
力
の
保
持
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

東
国
で
は
貞
観
九
年
に
上
総
国
に
、
同
十
一
年
に
下
総
国
に
そ
れ
ぞ
れ
検
非
違

使
が
設
置
さ
れ
た
際
に
帯
剣
が
許
可
さ
れ
た
（『
三
実
』
貞
観
九
年
十
二
月
四
日

条
、
同
十
一
年
三
月
二
二
日
条
）。
国
司
の
帯
剣
も
お
そ
ら
く
こ
の
前
後
に
は
認

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
観
年
間
以
降
の
東
国
で
は
治
安
の
悪
化
が
顕

著
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
国
内
情
勢
と
国
司
帯
剣
に
強
い
関
連
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
以
下
、
こ
の
時
期
の
東
国
情
勢
を
概
観
す
る
。

貞
観
三
年
に
は
群
盗
の
横
行
を
理
由
と
し
て
武
蔵
国
の
郡
ご
と
に
検
非
違
使
が

設
置
さ
れ
（『
三
実
』
同
年
十
一
月
十
六
日
条
）、
同
十
七
年
・
元
慶
七
年
（
八
八

三
）
に
は
俘
囚
に
よ
る
官
寺
の
焼
討
や
官
物
の
奪
取
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
（『
三

実
』
貞
観
十
七
年
五
月
十
日
条
、
元
慶
七
年
二
月
九
日
条
ほ
か
）。
さ
ら
に
、
九

世
紀
末
に
は
大
盗
賊
物
部
氏
永
（『
紀
略
』
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
今
年
条
、『
略

記
』
同
年
四
月
二
七
日
条
）
や
、
僦
馬
の
党
の
活
動
も
活
発
化
し
て
い
っ
た
（
註

�
参
照
）。
ま
た
、
官
物
の
納
入
の
際
に
「
前
司
子
弟
」「
富
豪
浪
人
」
ら
が
国
司
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に
対
捍
し
郡
司
を
陵
冤
す
る
と
上
総
国
司
が
訴
え
て
い
る
よ
う
に
（『
三
実
』
元

慶
八
年
八
月
四
日
条
）、
い
わ
ゆ
る
富
豪
層
に
よ
る
国
務
の
妨
害
も
み
え
る
。
上

野
国
で
は
、
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
に
当
国
人
が
大
掾
と
語
ら
い
介
藤
原
厚
載

を
殺
害
す
る
事
件
す
ら
起
き
て
い
る
（『
紀
略
』
同
年
十
月
二
二
日
条
）。
こ
の
よ

う
に
、
東
国
に
お
け
る
国
司
帯
剣
の
背
景
に
は
、
機
動
力
を
持
っ
た
群
盗
の
活
動
、

官
物
納
入
へ
の
対
捍
、
国
司
の
殺
害
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
文
書
に
よ
れ
ば
、
駿
河
国
で
帯
剣
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
は
、「
奸
犯
の

輩
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
行
動
は
、
�
高
い
機
動
力
を
有
し

て
坂
東
諸
国
な
ど
と
往
還
を
繰
り
返
す
。
�
各
所
を
襲
撃
し
て
治
安
を
悪
化
さ
せ

る
。
�
国
郡
司
・
雑
任
ら
と
対
立
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
殺
害
に
い
た
る
。
�
官

物
等
の
対
捍
を
為
す
、
と
整
理
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
九
世
紀
中
葉
以
降
の
東
国
の

状
況
と
驚
く
ほ
ど
合
致
し
て
い
る
。
実
際
に
昌
泰
年
間
の
僦
馬
の
党
の
追
捕
に
は

足
柄
関
に
接
続
す
る
駿
河
国
も
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
延
喜
二
年
に
は
富
士
郡

の
官
舎
が
群
盗
に
よ
っ
て
焼
亡
す
る
事
件
も
起
き
て
お
り
（『
略
記
』
同
年
九
月

二
六
日
条
）、
本
史
料
で
述
べ
ら
れ
る
事
象
は
他
の
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

駿
河
国
で
も
東
国
同
様
の
争
乱
状
況
が
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
が
帯
剣
申
請
の
背

景
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
文
書
に
み
え
る
国
郡
司
等
の
殺
害
事
件
の
背
景
と
し
て
、
駿
河
国
に

内
在
す
る
要
因
が
介
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
延
喜
二
二
年
に
守
惟
原
峯
兄
が
闕

国
司
公
廨
田
の
穫
稲
を
「
郡
司
費
」
の
補
填
の
た
め
に
用
い
、
罪
を
得
る
事
件
が

起
き
た
（『
要
略
』
巻
五
三
交
替
雑
事
十
三
・
雑
田
）。
こ
れ
自
体
は
国
司
が
郡
司

に
配
慮
を
示
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、「
郡
司
費
」
の
処
分
如
何
で

は
両
者
の
対
立
が
生
じ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
天
慶
五
年
に
は
掾
橘
近
保

が
駿
河
国
の
調
物
を
奪
取
し
た
か
ど
で
捜
索
を
受
け
て
い
る
（『
世
紀
』
同
年
六

月
三
十
日
条
）。
近
保
の
官
物
奪
取
自
体
は
事
実
で
あ
っ
た
が
、
天
暦
元
年
に
は

近
保
と
の
確
執
の
あ
っ
た
右
衛
門
権
佐
藤
原
成
国
ら
が
勘
問
を
受
け
た
（『
紀

略
』
同
年
閏
七
月
二
三
日
条
な
ど
）。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
平
将
門
の
乱
鎮

圧
の
た
め
に
下
向
し
た
藤
原
忠
文
に
随
行
し
た
成
国
ら
が
、
駿
河
国
に
と
ど
ま
る

過
程
で
駿
河
掾
と
の
確
執
を
生
じ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
と
の
説
が
あ
る
（『
静

岡
県
史
』
通
史
編
�

第
三
編
第
一
章
（
小
林
昌
二
氏
執
筆
）、
一
九
九
四
）。
こ

の
よ
う
に
駿
河
国
で
は
十
世
紀
以
降
、
国
郡
司
を
巡
る
内
紛
が
頻
発
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
史
料
に
み
え
る
事
件
の
背
後

に
も
こ
の
よ
う
な
国
郡
司
の
内
紛
が
絡
ん
で
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

【
関
連
史
料
】

延
喜
兵
部
式
５９
諸
国
帯
仗
条

【
参
考
文
献
】

『
静
岡
県
史
』
通
史
編
�
（
一
九
九
四
）、
有
富
純
也
「
九
世
紀
後
期
に
お
け
る

地
方
社
会
の
変
転
過
程
」（
義
江
彰
夫
編
『
古
代
中
世
の
社
会
変
動
と
宗
教
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）

（
北
村

安
裕
）

�
下
総
守
藤
原
有
行
兼
押
領
使
并
給
随
兵
申
文

申
兼
押
領
使
并
給
随
兵

�

�

従
五
位
下
下
総
守
藤
原
朝
臣
有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言

�

	

請
被
特
蒙

天
恩
、
因
准
先
例
、
兼
行
押
領
使
、
并
給
随
兵
卅
人
状




�

�

右
謹
検
案
内
、
當
國
・
隣
國
司
等
、
帯
押
領
使
、
并
給
随
兵
、
勤
行
公
事
。
其
例



�

�

尤
多
。
近
則
前
司
守
従
五
位
下
菅
原
朝
臣
名
明
、
依
天
慶
九
年
八
月
六
日
符
、
兼

�

押
領
使
、
并
給
随
兵
卅
人
。
凡
坂
東
諸
國
、
不
善
之
輩
、
横
行
所
部
、
道
路
之
間
、
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�

�

�

�

�

�

�

取
物
害
人
。
如
此
物
危
、
日
夜
不
絶
。
非
施
公
威
、
何
肅
國
土
。
望
請

天
恩
。

�

	




�

�



因
准
先
例
、
不
費
官
物
、
國
廻
方
略
、
漸
以
宛
行
。
然
則
若
有
凶
黨
之
輩
、
且
以

�

追
捕
、
且
以
言
上
。
有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

�

天
暦
四
年
二
月
廿
日

従
五
位
下

�

同
年
五
月
五
日
左
大
臣
宣
、
奉

勅
、
依
請
。

【
校
訂
註
】

�

下
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
下
」
を
補
〕（
伴
）

�

守
…
「
国
」〔「
守
イ
」
と
傍
訂
〕（
史
・
豊
）

�

特
…
「
持
」（
紅
）

�

兼
…
「
�
」（
紅
）、「
�
」〔
抹
消
し
上
に
「
兼
」
を
補
〕（
伴
）

�

隣
…
「
憐
」（
東
）

�

帯
…
脱
（
底
・
史
）、
脱
〔「
帯
イ
」
と
補
〕（
豊
）

�

領
…
脱
（
底
・
葉
）、
脱
〔「
領
イ
」
と
補
〕（
史
）、
脱
〔「
領
」
を
補
〕

（
豊
）

�

守
…
脱
（
大
）

�

菅
原
朝
臣
…
細
字
双
行
と
し
、「
以
下
本
行
」
と
傍
書
（
伴
）

�

兼
…
「
�
」（
紅
）、「
�
」〔「
兼
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

横
…
「
模
」（
紅
）、「
模
」〔「
横
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

害
…
「
客
」〔「
害
イ
」
と
傍
訂
〕（
史
・
豊
）

�

危
…
「
危
」〔「
忩
〈
一
本
〉」
と
傍
書
〕（
史
）、「
老
」〔「
危
」「
窓
」
と
傍

書
〕（
伴
）、「
忩
」（
大
）

�

施
…
「
絶
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
絶
」〔「
施
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

肅
…
「
隶
」（
紅
）、「
隶
」〔「
肅
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

土
…
「
公
」（
紅
）、「
公
」〔「
土
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

請
…
「
倩
」（
東
）

�

恩
…
脱
〔「
恩
」
を
補
〕（
伴
）

�

費
…
「
貴
」（
底
）、「
責
」（
紅
・
伴
）

	

廻
…
「
廼
」（
底
）




以
…
「
北
」（
紅
）、「
北
」〔「
比
」「
以
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

宛
…
「
充
」（
史
・
豊
）

�

凶
…
欠
（
紅
）、
脱
（
伴
）



且
…
「
是
」（
底
）

�

且
…
脱
（
底
・
葉
）、
脱
〔「
且
イ
」
と
補
〕（
史
・
豊
）

�

従
五
位
下
…
下
に
「
ー
ー
ー
」
あ
り
（
伴
・
大
）

�

宣
…
「
�
」（
紅
・
伴
）

【
書
き
下
し
】

�

�

押
領
使
を
兼
ね
并
せ
て
随
兵
を
給
は
ら
む
こ
と
を
申
す

�

従
五
位
下
下
総
守
藤
原
朝
臣
有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言

特
に

天
恩
を
蒙
り
、
先
例
に
因
准
し
、
押
領
使
を
兼
行
し
、
并
せ
て
随
兵
卅

人
を
給
は
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
当
国
・
隣
国
の
司
等
、
押
領
使
を
帯
び
、
并
せ
て

随
兵
を
給
は
り
、
公
事
を
勤
行
す
。
其
の
例
尤
も
多
し
。
近
く
は
則
ち
前
司
の
守

�

従
五
位
下
菅
原
朝
臣
名
明
、
天
慶
九
年
八
月
六
日
符
に
依
り
、
押
領
使
を
兼
ね
、

�

�

并
せ
て
随
兵
卅
人
を
給
は
る
。
凡
そ
坂
東
諸
国
、
不
善
の
輩
、
所
部
を
横
行
し
、

�

道
路
の
間
、
物
を
取
り
人
を
害
す
。
此
の
ご
と
き
物
危
、
日
夜
絶
え
ず
。
公
威
を

施
す
に
非
ず
は
、
何
ぞ
国
土
を
粛
せ
む
や
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

天
恩
を
。
先
例

�

に
因
准
し
、
官
物
を
費
さ
ず
、
国
方
略
を
廻
ら
し
、
漸
く
以
て
宛
て
行
は
む
。
然

れ
ば
則
ち
若
し
凶
党
の
輩
有
ら
ば
、
且
は
以
て
追
捕
し
、
且
は
以
て
言
上
せ
む
。
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有
行
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

（

九

五

〇

）

天
暦
四
年
二
月
廿
日

従
五
位
下

�

同
年
五
月
五
日
左
大
臣
宣
す
ら
く
、

勅
を
奉
る
に
、
請
ひ
に
依
れ
。

【
註
】

�

押
領
使

押
領
使
は
地
方
に
お
け
る
軍
事
指
揮
官
の
職
で
あ
る
。
史
料
的
な

初
出
は
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
十
一
月
二
二
日
太
政
官
謹
奏
（『
三
代

格
』
巻
十
八
）
で
あ
る
が
、
九
世
紀
以
降
は
『
三
実
』
元
慶
二
年
（
八
七

八
）
六
月
七
日
条
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
国
司
が
兵
員
を
率
い
て
戦
地
に

赴
く
際
に
兼
帯
す
る
臨
時
の
官
と
な
っ
て
い
た
。
本
文
書
に
お
け
る
押
領
使

兼
任
は
、
や
や
性
格
を
異
に
し
、「
不
善
之
輩
」
の
追
捕
を
目
的
と
し
て
官

符
を
得
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
追
捕
の
執
行
の
た
め
の
随
兵
支
給
が
伴

う
常
置
の
官
で
あ
る
。

�

随
兵

供
に
連
れ
る
兵
士
。
随
行
の
兵
士
。

�

藤
原
朝
臣
有
行

藤
原
春
房
男
（『
分
脈
』）。
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
五
月

五
日
条
に
上
総
国
交
替
使
・
勘
解
由
判
官
と
し
て
見
え
る
（『
世
紀
』）。
ま

た
本
文
書
の
前
年
に
あ
た
る
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
八
月
二
日
に
は
、
任
国

下
総
に
赴
か
ず
逗
留
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
定
が
行
わ
れ
て
お
り
（『
紀

略
』）、
下
向
を
渋
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
文
書
に
見
え
る
よ
う
な
治

安
の
懸
念
が
存
在
し
た
も
の
か
。
な
お
有
行
は
任
期
中
に
下
総
国
で
卒
し
た

ら
し
く
、
天
暦
七
年
六
月
十
日
の
太
政
官
符
で
「
故
守
藤
原
朝
臣
有
行
」
の

後
家
を
入
京
さ
せ
る
事
が
国
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
（『
符
宣
抄
』
第
八
）。

�

菅
原
朝
臣
名
明

天
慶
五
年
四
月
二
五
日
に
遠
江
介
外
従
五
位
下
と
し
て
見

え
、
そ
の
時
に
伊
豆
国
功
課
と
し
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
（『
世
紀
』）。

本
文
書
に
よ
る
と
天
慶
九
年
に
は
下
総
守
で
あ
り
、
ま
た
『
天
徳
三
年
八
月

十
六
日
闘
詩
行
事
略
記
』
に
お
い
て
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
に
勘
解
由
次
官

と
し
て
闘
詩
に
参
加
し
た
こ
と
が
見
え
、『
類
聚
句
題
抄
』
や
『
江
談
抄
』

に
詩
を
一
篇
載
せ
る
な
ど
、
詩
人
と
し
て
の
活
動
も
見
え
る
。

�

坂
東
諸
国

足
柄
・
碓
氷
峠
以
東
の
諸
国
。
将
門
の
乱
の
鎮
圧
後
も
群
党
の

活
動
が
止
ま
ず
、
治
国
に
は
困
難
が
伴
っ
た
。

�

不
善
の
…
を
害
す

『
御
堂
』
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
九
月
八
日
条
に
大

宰
府
に
お
け
る
「
不
善
郎
等
」
の
記
事
が
あ
り
、『
小
右
記
』
天
元
五
年

（
九
八
二
）
六
月
二
六
日
条
に
「
不
善
之
輩
」
が
あ
る
の
で
諸
衛
に
警
固
せ

し
め
、
か
つ
検
非
違
使
に
そ
れ
を
追
わ
せ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
よ
う
に
、

「
不
善
之
輩
」
は
一
定
の
武
力
を
保
持
し
狼
藉
を
行
う
集
団
を
さ
す
。「
凶

党
」
の
語
が
指
す
も
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
集
団
が
輸
送
・
交
通

の
障
害
と
な
っ
て
い
た
状
況
を
示
す
。「
道
路
之
間
」
と
い
う
言
葉
は
『
師

通
記
』
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
八
月
八
日
条
に
祇
園
か
ら
の
行
途
を
指
す

言
葉
と
し
て
類
例
が
あ
る
。

�

物
危

『
九
暦
』
天
慶
九
年
十
月
二
八
日
条
に
、
大
嘗
会
御
禊
の
た
め
の
輦

輿
に
よ
る
移
動
に
際
し
て
「
御
輿
出
自
件
門
、
昇
降
之
間
、
雖
有
物
危
」
と

い
う
表
現
が
あ
り
、
物
事
が
危
険
な
様
を
あ
ら
わ
す
。

	

官
物
を
…
行
は
む

官
物
は
官
有
物
、
と
く
に
収
取
し
た
租
税
を
指
す
。
守

が
押
領
使
を
兼
帯
す
る
こ
と
で
、
官
物
の
支
出
を
抑
え
、
ま
た
国
が
効
率
的

な
追
捕
活
動
を
行
い
、「
凶
党
」
に
対
抗
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る

主
張
。

�

左
大
臣

藤
原
実
頼
。
忠
平
男
、
母
は
宇
多
天
皇
皇
女
源
順
子
。
天
暦
元
年

四
月
二
六
日
に
右
大
臣
か
ら
左
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
（『
紀
略
』）。
康
保
四

年
（
九
六
七
）
六
月
に
任
関
白
、
十
二
月
に
太
政
大
臣
と
な
る
。
朝
廷
の
公

事
・
儀
式
で
言
う
師
輔
の
九
条
流
に
対
し
て
、
小
野
宮
流
の
祖
。
村
上
天
皇
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の
治
世
に
お
い
て
左
大
臣
と
し
て
弟
の
右
大
臣
師
輔
と
と
も
に
朝
政
を
取
り

仕
切
っ
た
が
、
外
戚
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
関
白
と
な
る
も
師
輔
の
子
ら

が
権
勢
を
振
る
っ
た
た
め
、
自
ら
を
「
揚
名
関
白
」
と
称
し
た
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
下
総
守
で
あ
る
藤
原
有
行
が
、
押
領
使
の
兼
任
と
随
兵
の
支
給
を
申

請
し
た
申
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
一
連
の
押
領
使
関
係
官
符
と
異
な
り
、
守
自

身
の
押
領
使
兼
帯
を
求
め
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
押
領
使
任
命
の
形
式

に
つ
い
て
も
、『
九
条
年
中
行
事
』
や
『
西
宮
記
』（
巻
十
三
諸
宣
旨
）、『
北
山

抄
』（
巻
六
下
宣
旨
事
）
が
国
解
に
よ
り
官
に
申
請
し
て
上
宣
官
符
を
給
わ
る
も

の
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
文
書
は
奉
勅
で
あ
る
。
天
暦
年
間
に
お
い
て
押
領

使
任
命
の
形
式
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
あ
る
い
は
下
総
国

の
治
安
状
態
に
よ
り
赴
任
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
有
行
の
個
人
的
事
情
に
よ
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
（
註
�
参
照
）。

国
司
の
掾
な
ど
が
押
領
使
を
兼
帯
す
る
事
は
、
既
に
元
慶
の
乱
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
た
（『
三
実
』
元
慶
二
年
六
月
七
日
条
な
ど
）
が
、
介
以
上
の
官
人
が
押

領
使
に
任
命
さ
れ
た
事
が
確
認
出
来
る
の
は
、
天
慶
年
間
の
将
門
の
乱
に
際
し
て

任
命
さ
れ
た
相
模
権
介
橘
是
茂
・
武
蔵
権
介
小
野
諸
興
ら
の
例
で
あ
る
（『
世

紀
』
天
慶
二
年
六
月
二
一
日
条
、『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
二
年
六
月
九
日
条
）。
本

文
書
に
引
く
菅
原
名
明
な
ど
の
先
例
は
、「
凶
党
之
輩
」
の
追
捕
を
名
目
と
し
て
、

坂
東
諸
国
の
国
司
が
押
領
使
を
兼
帯
す
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
事
を
示
す
。

同
様
の
申
請
は
上
野
国
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
事
が
確
認
で
き
（
平
‐
四
三

九
）、
国
司
が
本
人
の
任
国
（
当
国
）
だ
け
で
な
く
隣
国
の
押
領
使
を
帯
び
る
事

例
も
あ
っ
た
（『
北
山
抄
』
巻
十
吏
途
指
南
・
臨
時
申
請
雑
事
、『
長
秋
記
』
大
治

五
年
（
一
一
三
〇
）
九
月
四
日
条
）。『
北
山
抄
』
に
よ
れ
ば
坂
東
諸
国
の
国
司
が

自
ら
押
領
使
を
兼
ね
る
目
的
は
、
隣
国
の
国
司
が
「
当
国
」
の
押
領
使
を
兼
ね
て

活
動
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
文
書
に
挙
げ
ら

れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
「
凶
党
」
や
「
不
善
之
輩
」
の
追
捕
を
目
的
と
し
、
そ
の

執
行
の
た
め
の
随
兵
を
請
う
押
領
使
任
命
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
凶
党
之
輩
」
の
追
捕
を
中
心
と
し
た
所
部
の
粛
清
を
目
的
と
す
る

随
兵
支
給
は
、
一
方
で
そ
の
随
兵
自
身
の
狼
藉
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
り
（
平
‐

四
三
九
）、
そ
の
た
め
押
領
使
の
停
止
も
行
わ
れ
た
（『
群
載
』
巻
二
二
�
文
書
）。

守
自
身
に
よ
る
治
安
維
持
活
動
に
は
、
こ
の
よ
う
な
狼
藉
を
抑
え
る
目
的
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

【
関
連
史
料
】

寛
弘
六
年
条
事
定
文
写
（
平
‐
四
三
九
）、『
北
山
抄
』
巻
十
吏
途
指
南
・
臨
時

申
請
雑
事
、『
長
秋
記
』
大
治
五
年
九
月
四
日
条
、『
中
右
記
』
長
承
二
年
（
一
一

三
三
）
二
月
二
八
日
条
、『
符
宣
抄
』
第
七
・
応
以
平
八
生
補
任
陸
奥
国
押
領
使

事【
参
考
文
献
】

井
上
満
郎
「
押
領
使
の
研
究
」（『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
〇
）、
下
向
井
龍
彦
「
王
朝
国
家
国
衙
軍
制
の
成
立
」（『
史
学
研
究
』
一

四
四
、
一
九
七
九
）、
同
「
押
領
使
・
追
捕
使
の
諸
類
型
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九

四
、
一
九
八
二
）、
同
「
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
史
料
集
成
」（『
広
島
大
学
文
学

部
紀
要
』
四
五
、
一
九
八
六
）、
戸
田
芳
実
「
国
衙
軍
制
の
形
成
過
程
」（『
初
期

中
世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
、
初
出
一
九
七
〇
）、
福

田
豊
彦
「
王
朝
軍
事
機
構
と
内
乱
」（『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
七
、
初
出
一
九
七
六
）
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（
澤

晶
裕
）

�
淡
路
国
司
補
押
領
使
申
文

�申
補
押
領
使

淡
路
國
司
解

申
請

官
裁
事

�

請
被
因
准
傍
例
給
官
符
、
以
正
六
位
上
�
安
宿
祢
為
正
補
押
領
使
状

�

�

右
謹
検
案
内
、
此
國
四
方
帯
海
、
奸
猾
易
通
。
况
乎
世
及
澆
季
、
俗
亦
狼
戻
也
。

�

�

警
衛
之
備
、
無
人
勤
行
。
望
請

官
裁
。
以
件
為
正
補
押
領
使
職
者
、
將
令
就
不

�

	

虞
之
勤
。
仍
勒
事
状
謹
解
。

寛
弘
三
年
四
月
十
一
日

【
校
訂
註
】

�

↓
補
註

�

祢
…
「
称
」（
伴
）

�

俗
…
「
�
」（
紅
）、「
�
」〔「
俗
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

亦
…
「
亦
」〔「
亦
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

裁
…
下
に
「
朝
臣
」
あ
り
、
以
下
改
行
（
紅
）、
下
に
「
朝
臣
」〔
抹
消
〕
あ

り
、
以
下
改
行
す
る
も
訂
正
す
（
伴
）

�

就
…
「
然
」（
史
・
豊
）、「
然
」〔「
就
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

勒
…
「
勤
」（
豊
・
紅
・
東
）

	

解
…
「
制
」（
紅
）、「
制
」〔「
解
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

補
注伴

は
「
申
補
押
領
使
」
を


文
書
の
末
尾
「
依
請
」
と
つ
な
げ
て
、「
依
請
申
、

補
押
領
使
」
と
し
て


文
書
の
一
部
と
解
し
て
い
る
。

【
書
き
下
し
】

�押
領
使
に
補
す
を
申
す

�淡
路
国
司
解
し

申
し
請
ふ

官
裁
の
事

�

傍
例
に
因
准
し
官
符
を
給
ひ
、
正
六
位
上
高
安
宿
祢
為
正
を
以
て
押
領
使
に
補

せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

�

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
此
の
国
四
方
に
海
を
帯
び
、
奸
猾
通
ひ
易
し
。
況

�

�

む
や
世
澆
季
に
及
び
、
俗
も
亦
狼
戻
な
る
を
や
。
警
衛
の
備
、
人
の
勤
行
す
る
無

し
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

官
裁
を
。
件
の
為
正
を
以
て
押
領
使
職
に
補
さ
ば
、
将

に
不
虞
の
勤
め
に
就
か
し
め
む
と
す
。
仍
て
事
状
を
勒
し
謹
み
て
解
す
。

（
一
〇
〇
六
）

寛
弘
三
年
四
月
十
一
日

【
註
】

�

押
領
使

令
外
官
。
当
初
は
兵
士
を
管
理
統
率
す
る
官
で
あ
り
、
戦
乱
時
に

臨
時
に
任
命
す
る
官
職
で
あ
っ
た
が
、
後
に
転
じ
て
常
置
の
職
と
な
っ
た
。



文
書
参
照
。

�

淡
路
国
司

藤
原
能
通
。
生
没
年
未
詳
。
平
安
中
期
の
官
人
で
、
永
頼
男
。

母
は
藤
原
宣
雅
女
。
藤
原
道
長
の
殷
賑
受
領
官
の
一
人
だ
っ
た
。『
御
堂
』

寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
閏
九
月
二
二
日
条
に
「
淡
路
守
能
通
従
国
参
上
」

と
あ
り
、『
権
記
』
寛
弘
四
年
十
二
月
二
九
日
に
「
淡
路
前
司
能
通
不
与

状
」
が
結
政
に
か
け
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
書
該
当
期
に
は
藤
原

能
通
が
淡
路
守
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
寛
弘
五
年
に
敦
成
親
王

（
後
の
後
一
条
天
皇
）
が
誕
生
し
た
際
に
は
、
そ
の
家
司
別
当
と
な
っ
て
い

る
。
左
兵
衛
佐
、
内
蔵
権
頭
、
甲
斐
守
、
太
皇
太
后
宮
亮
、
右
馬
頭
、
備
後

守
、
但
馬
守
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
様
子
が
、『
御
堂
』・『
小
右
記
』
な
ど
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に
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
今
鏡
』
に
は
頼
通
の
後
見
と
し
て
「
は
か
ば
か
し
き

も
の
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
教
通
の
家
司
と
し
て
見
え
る

『
小
右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
二
月
二
日
条
に
は
、
除
目
の
日
程
調

整
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
実
資
か
ら
「
能
通
荒
涼
第
一
者

也
」
と
批
判
さ
れ
る
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
。

�

高
安
宿
祢
為
正

ほ
か
に
み
え
ず
。
高
安
氏
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
河
内
国
諸
蕃
に
「
高
安
造
」、
未
定
雑
姓
河
内
国
に

「
高
安
忌
寸
」
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
河
内
国
高
安
郡
出
身
の
在
地
の

有
力
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
ん
か
つ

�

奸
猾

心
が
よ
こ
し
ま
で
、
悪
賢
い
こ
と
。

ぎ
ょ
う
き

�

澆
季

道
徳
が
廃
れ
た
、
人
情
軽
薄
な
世
の
中
の
こ
と
。

ろ
う
れ
い

�

狼
戻

乱
れ
て
散
ら
か
っ
て
い
る
さ
ま
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
淡
路
国
司
で
あ
る
藤
原
能
通
が
、
高
安
為
正
を
押
領
使
に
任
命
す
る

こ
と
を
申
請
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
司
自
身
の
押
領
使
任
命
申
請
で
あ
る
�
文
書

と
は
異
な
り
、
国
司
以
外
の
人
物
の
押
領
使
任
命
の
申
請
で
あ
る
。

十
世
紀
前
半
段
階
の
瀬
戸
内
海
は
、
海
賊
の
横
行
、
藤
原
純
友
の
乱
の
発
生
な

ど
治
安
が
悪
化
し
て
お
り
、『
土
佐
日
記
』
か
ら
も
そ
の
様
子
を
窺
え
る
。
承
平

六
年
（
九
三
六
）
に
は
、
紀
淑
人
が
伊
予
守
と
し
て
瀬
戸
内
海
の
海
賊
の
追
捕
を

行
っ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
戦
闘
行
為
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（『
紀
略
』
同
年
六

月
条
）。
そ
の
後
の
純
友
の
乱
で
は
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
二
月
初
旬
に
、
淡

路
国
衙
が
襲
撃
さ
れ
て
い
る
（『
貞
信
公
記
抄
』
二
月
五
日
条
）。
本
文
書
の
十
一

世
紀
初
頭
で
も
「
奸
猾
易
通
」
状
態
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
純
友

の
乱
以
後
も
、
海
賊
の
横
行
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
淡
路

国
内
の
様
子
を
見
る
と
、『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
十
八
日
条
・

『
紀
略
』
同
年
九
月
二
四
日
条
に
は
、
能
通
の
前
々
任
の
国
守
で
あ
る
讃
岐
扶
範

が
百
姓
の
愁
訴
に
よ
り
解
任
さ
れ
た
旨
が
見
え
、
国
内
に
は
守
に
反
対
す
る
勢
力

が
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
様
子
は
、
国
司
で
あ
る
能
通
か
ら
見
る
と
「
俗
亦

狼
戻
」
と
い
う
べ
き
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
の
淡
路
国
は
内
憂
外
患
と
で
も
い
う
べ
き

状
態
で
あ
っ
た
が
、
紀
淑
人
の
と
き
の
よ
う
に
、
国
司
（
追
捕
使
）
の
権
威
で
瀬

戸
内
海
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
元
来
軍
事
権
を
発
動
す
べ
き

国
司
が
「
警
衛
之
備
、
無
人
勤
行
」
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
（
高
安
氏
に
つ

い
て
詳
ら
か
で
は
な
い
た
め
断
言
で
き
な
い
が
）、
在
地
の
有
力
者
で
あ
る
高
安

為
正
を
押
領
使
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
事
力
の
確
保
と
在
地
社
会

の
把
握
と
を
行
い
、
行
政
上
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
符
宣

抄
』
第
七
・
寛
弘
三
年
三
月
九
日
官
符
で
は
、
陸
奥
国
で
対
外
防
衛
の
た
め
に
押

領
使
が
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
当
該
期
に
は
地
域
を
問
わ
ず
軍
事
力
を
行
使
す
る
た

め
に
国
司
以
外
の
人
物
を
押
領
使
に
任
じ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
ら
か
ら
治
安
維
持
の
た
め
国
司
以
外
の
人
物
を
押
領
使
に
任
用
し
た
様

子
が
窺
え
る
。

【
関
連
史
料
】

『
純
友
追
討
記
』（『
略
記
』
天
慶
三
年
十
一
月
二
一
日
条
所
収
）、『
符
宣
抄
』

第
七
・
寛
弘
三
年
三
月
九
日
太
政
官
符
、『
小
右
記
』
長
保
元
年
七
月
十
八
日
条
、

�
・
�
文
書

【
参
考
文
献
】

『
兵
庫
県
史
』
第
一
巻
（
一
九
七
四
）、
井
上
満
郎
「
押
領
使
の
研
究
」（『
平
安
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時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
、
初
出
一
九
六
八
）
下
向
井

龍
彦
「
王
朝
国
家
国
衙
軍
制
の
成
立
」（『
史
学
研
究
』
一
四
四
、
一
九
七
九
）、

同
「
押
領
使
・
追
捕
使
の
諸
類
型
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
四
、
一
九
八
二
）、
同

「
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
史
料
集
成
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
五
、
一
九

八
六
）

（
西
本

哲
也
）

�
追
捕
使
官
符

追
討
使
官
符

�太
政
官
符
近
江
國
司

�

�

�

應
以
散
位
従
七
位
上
甲
可
臣
是
茂
令
追
捕
部
内
凶
黨
事

�

右
得
彼
國
去
年
十
月
十
七
日
解
�
、
謹
検
案
内
、
此
國
帯
三
箇
道
、
為
要
害
地
。

�

�

奸
猾
之
輩
、
横
行
部
内
、
強
盗
殺
害
、
往
々
不
絶
。
仍
前
前
國
宰
、
部
内
武
藝
之

�

	




�

�



�

輩
、
撰
堪
其
事
之
者
、
申
請
公
家
、
為
追
捕
使
。
近
則
故
佐
々
貴
山
公
興
恒
・
故

�

�

大
友
兼
平
等
是
也
。
爰
兼
平
今
年
二
月
其
身
死
去
。
前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正
、
權

�

�

大
掾
依
知
秦
公
廣
範
可
補
彼
替
之
状
、
言
上
解
文
先
畢
。
而
件
廣
範
、
齢
已
老
、

�

�

�

�

身
非
武
藝
。
今
件
是
茂
忠
廉
之
情
、
方
寸
不
撓
。
文
武
之
用
、
随
分
相
兼
。
糺

�

�

�

察
・
追
捕
、
可
堪
其
職
。
望
請

官
裁
。
因
准
先
例
、
以
件
是
茂
為
追
捕
使
、
肅

静
部
内
者
、
右
大
臣
宣
、
依
請
者
。
國
宜
承
知
、
依
宣
行
之
。
符
到
奉
行
。

�

�

正
五
位
下
守
左
中
辨
藤
原
朝
臣
文
範

左
大
史

天
暦
十
年
六
月
十
三
日

【
校
訂
註
】

�

太
…
大
（
伴
）

�

甲
…
「
申
」（
東
）、「
申
」〔「
甲
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

臣
…
「
召
」（
紅
）、「
召
」〔「
公
」
と
傍
書
〕（
伴
）、「
公
」（
大
）

�

捕
…
「
補
」〔
訂
正
符
あ
り
〕（
伴
）

�

解
…
下
に
「
状
」
を
補
（
伴
）、
下
に
「
状
」
あ
り
（
大
）

�

強
…
「
�
」（
紅
）

�

殺
…
「
殺
」〔「
殺
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

撰
…
「
�
」（
東
・
伴
）

	

公
…
「
云
」〔「
公
」
と
傍
書
〕（
伴
）




為
…
「
馬
」〔「
為
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

山
…
「
凶
」〔「
山
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

公
…
細
字
と
せ
ず
（
史
・
豊
・
紅
・
東
・
伴
・
大
）



興
…
「
與
」〔「
奥
イ
」
と
傍
書
〕（
史
）、「
與
」（
豊
）、「
奥
」（
紅
）、「
与
」

（
東
）、「
奥
」〔「
興
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

恒
…
「
垣
」〔「
恒
〈
一
本
〉」
と
傍
書
〕（
史
）、「
垣
」（
豊
）

�

平
…
「
等
」（
紅
）、
下
に
「
等
」
あ
り
〔「
者
」
と
傍
訂
〕（
伴
）、
下
に

「
者
」
あ
り
（
大
）

�

前
…
「
者
」（
紅
）、「
者
」〔「
前
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

而
…
「
尚
」（
紅
）、「
尚
」〔「
而
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

老
…
「
者
」〔「
老
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

藝
…
「
無
」〔「
藝
〈
如
本
〉」
と
傍
書
〕（
葉
）

�

今
…
「
金
」（
紅
）、「
金
」〔「
今
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

廉
…
「
廣
」（
底
・
葉
・
紅
）、「
廣
」〔「
廉
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

糺
…
「
糺
」〔「
糺
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

察
…
「
寮
」（
底
・
葉
・
豊
・
紅
・
東
）、「
寮
」〔「
察
〈
一
本
〉」
と
傍
書
〕

（
史
）、「
棄
」〔「
察
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

捕
…
「
補
」（
伴
）
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�

肅
…
「
隶
」（
紅
）、「
隶
」〔「
肅
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

守
…
脱
（
大
）

�

範
…
下
に
空
白
な
し
〔「
一
字
欠
」
と
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

�追
討
使
官
符

太
政
官
符
す
近
江
国
司

�

応
に
散
位
従
七
位
上
甲
可
臣
是
茂
を
以
て
部
内
の
凶
党
を
追
捕
せ
し
む
べ
き

事
右
彼
国
去
年
十
月
十
七
日
解
を
得
る
に
�
へ
ら
く
、
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、

�

此
の
国
三
箇
道
を
帯
び
、
要
害
の
地
た
り
。
奸
猾
の
輩
、
部
内
に
横
行
し
、
強
盗

�

殺
害
、
往
々
に
し
て
絶
え
ず
。
仍
て
前
前
の
国
宰
、
部
内
の
武
芸
の
輩
、
其
の
事

�

	

に
堪
ふ
る
の
者
を
撰
び
、
公
家
に
申
請
し
、
追
捕
使
と
為
す
。
近
く
は
則
ち
故




佐
々
貴
山
公
興
恒
・
故
大
友
兼
平
等
是
な
り
。
爰
に
兼
平
今
年
二
月
其
の
身
死
去

�

�

す
。
前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正
、
権
大
掾
依
知
秦
公
広
範
を
し
て
彼
の
替
に
補
す
べ

き
の
状
、
解
文
を
言
上
す
る
こ
と
先
に
畢
ぬ
。
而
る
に
件
の
広
範
、
齢
已
に
老
に



�

し
て
、
身
に
武
芸
非
ず
。
今
件
の
是
茂
は
忠
廉
の
情
あ
り
て
、
方
寸
撓
さ
ず
。
文

�

武
の
用
、
随
分
相
兼
ぬ
。
糺
察
・
追
捕
、
其
の
職
に
堪
ふ
べ
し
。
望
み
請
ふ
ら
く

は

官
裁
を
。
先
例
に
因
准
し
、
件
の
是
茂
を
以
て
追
捕
使
と
為
し
、
部
内
を
粛

�

静
せ
む
こ
と
を
、
て
へ
れ
ば
、
右
大
臣
宣
す
ら
く
、
請
ひ
に
依
れ
、
て
へ
り
。
国

宜
し
く
承
知
し
、
宣
に
依
り
て
之
を
行
ふ
べ
し
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。

�

�

正
五
位
下
守
左
中
弁
藤
原
朝
臣
文
範

左
大
史

（

九

五

六

）

天
暦
十
年
六
月
十
三
日

【
註
】

�

追
討
使
官
符

「
追
討
」
は
、
令
文
に
も
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
（
捕
亡
令
３

追
捕
罪
人
条
）。「
追
捕
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
恵
美
押
勝
の
乱
（『
続
紀
』
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九

月
十
一
日
条
な
ど
）
や
新
羅
の
侵
寇
（『
紀
略
』
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
五

月
二
二
日
条
）
な
ど
、
単
な
る
警
察
的
行
動
だ
け
で
な
く
国
家
レ
ベ
ル
の
脅

威
に
対
応
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
軍
事
的
意
味

合
い
が
強
い
言
葉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
井
上
満
郎
「
追
捕
使
の
研

究
」『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
、
初
出
一

九
六
九
）。
本
文
書
を
含
む
以
下
三
つ
の
文
書
は
、
巻
二
二
目
録
の
「
追
討

使
官
符
三
通
」
と
し
て
く
く
ら
れ
る
。

�

散
位
従
七
位
上
甲
可
臣
是
茂

ほ
か
に
み
え
ず
。
近
江
国
甲
可
郡
の
譜
第
郡

領
氏
族
か
。
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
七
月
二
七
日
甲
可
郡
司
解
（『
大

日
古
』
三
‐
五
一
三
）
に
は
擬
大
領
甲
可
臣
乙
麿
、
少
領
甲
可
臣
男
が
見
え

る
。

�

三
箇
道

東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
の
こ
と
。
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
正

月
二
一
日
近
江
国
司
解
（『
別
聚
』）
で
も
「
境
接
五
畿
、
駅
承
三
道
、
奸
猾

之
輩
往
還
不
絶
。
盗
賊
之
類
遍
満
境
内
。」
と
あ
る
。

�

前
前
の
国
宰

代
々
の
国
司
、
と
い
う
意
味
。
前
々
代
の
国
司
の
意
で
は
な

い
。

�

追
捕
使

国
内
の
治
安
維
持
を
目
的
に
、
中
央
か
ら
の
官
符
を
得
て
任
命
さ

れ
る
職
。
承
平
天
慶
の
乱
に
お
い
て
諸
道
を
単
位
に
中
央
か
ら
の
任
命
に
よ

り
設
置
さ
れ
た
。
乱
の
鎮
静
後
の
十
世
紀
後
半
以
降
は
、
次
第
に
一
国
単
位

で
の
補
任
形
式
へ
と
変
化
し
、
実
際
の
任
用
も
国
衙
の
意
向
が
大
き
く
影
響

し
て
お
り
、
国
衙
の
一
機
構
と
し
て
機
能
し
た
。
国
内
の
郡
領
氏
族
な
ど
有

力
豪
族
が
任
命
さ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
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�

故
佐
々
貴
山
公
興
恒

ほ
か
に
み
え
ず
。
佐
々
貴
山
公
は
、
近
江
国
蒲
生
郡

も
し
く
は
神
前
郡
の
譜
第
郡
司
氏
族
。
蒲
生
郡
・
神
前
郡
の
大
領
と
し
て
見

え
る
ほ
か
（『
続
紀
』
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
八
月
乙
未
条
な
ど
）、
采
女

の
貢
進
も
行
っ
て
い
る
（『
続
紀
』
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
四
月
戊
寅
条
）。

承
平
二
年
正
月
二
一
日
源
昇
家
領
近
江
国
土
田
荘
田
地
注
文
（
平
‐
二
三

九
）
に
は
「
当
郡
（
蒲
生
郡
）
郡
司
」
と
し
て
佐
々
貴
岑
雄
・
佐
々
貴
豊
庭

の
名
が
見
え
る
。
蒲
生
郡
篠
笥
郷
出
身
か
。

�

故
大
友
兼
平

ほ
か
に
み
え
ず
。『
園
城
寺
伝
記
（
寺
門
伝
記
補
録
）』
巻
六

に
よ
れ
ば
、
大
友
氏
は
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
大
友
皇
子
に
は
じ
ま
る
と

さ
れ
、
大
友
皇
子
の
孫
の
都
堵
牟
麻
呂
が
志
賀
（
滋
賀
）
郡
司
と
し
て
、
ま

た
そ
の
子
で
あ
る
夜
須
良
麻
呂
は
志
賀
郡
擬
大
領
従
七
位
下
と
し
て
み
え
る
。

承
平
二
年
正
月
二
一
日
源
昇
家
領
近
江
国
土
田
荘
田
地
注
文
（
平
‐
二
三

九
）
に
「
当
郡
（
蒲
生
郡
）
郡
司
」
と
し
て
大
友
馬
飼
が
見
え
る
。

�

前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正

藤
原
兼
輔
男
。
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
こ
の
と
き

従
五
位
上
紀
伊
守
。
紀
伊
権
介
・
備
前
権
守
な
ど
を
歴
任
し
、
天
暦
元
年

（
九
四
七
）
に
蔵
人
、
同
二
年
正
月
に
は
蔵
人
頭
と
な
る
。
近
江
介
着
任
は

天
暦
四
年
二
月
で
あ
る
（
以
上
『
三
十
六
歌
仙
伝
』）。
同
年
閏
五
月
一
日
の

承
子
内
親
王
の
第
七
夜
饗
饌
に
は
別
当
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
（『
御
産
部

類
記
』
所
引
九
条
殿
記
）。
ま
た
同
六
年
十
二
月
二
八
日
に
は
源
高
明
男
の

元
服
に
際
し
て
理
髪
を
務
め
て
い
る
（『
天
暦
六
年
御
元
服
記
』）。
四
年
任

期
と
す
れ
ば
近
江
介
在
任
は
天
暦
八
年
ま
で
と
な
る
。
天
徳
二
年
（
九
五

八
）
七
月
没
（『
三
十
六
歌
仙
伝
』）。

�

権
大
掾
依
知
秦
公
広
範

ほ
か
に
み
え
ず
。
依
知
秦
公
氏
は
、
愛
智
郡
の
譜

第
郡
領
氏
族
と
し
て
み
え
る
。
九
世
紀
以
降
、
愛
智
郡
は
正
員
郡
司
を
確
認

で
き
ず
、
擬
任
郡
司
と
し
て
み
え
る
。
依
知
秦
氏
は
も
と
は
愛
智
郡
の
郡
司

を
務
め
る
有
力
豪
族
で
あ
っ
た
が
、
十
世
紀
以
降
に
国
衙
官
人
化
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
ゅ
う
れ
ん

�

忠

廉
の
情

ま
こ
と
が
あ
っ
て
心
が
清
ら
か
な
こ
と
。

ほ
う
す
ん
み
だ

�

方
寸
撓
さ
ず

心
を
乱
す
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

�

糺
察
・
追
捕

い
ず
れ
も
律
令
の
用
語
に
由
来
し
て
い
る
。「
糺
察
」
は
職

員
令
７０
大
国
条
に
「
糺
察
所
部
」、「
追
捕
」
は
捕
亡
令
３
追
捕
罪
人
条
に

「
追
捕
罪
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
が
律
令
制
下
に
お
け
る
国
司
の
警
察
権
の

根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
底
本
を
は
じ
め
諸
写
本
で
「
糺
察
」
の
「
察
」
が

「
寮
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
律
令
用
語
で
あ
る
た
め
、
校
訂
本
文
で
は
「
糺

察
」
と
改
め
た
。

�

右
大
臣

藤
原
師
輔
。
こ
の
と
き
正
二
位
。

	

正
五
位
下
守
左
中
弁
藤
原
朝
臣
文
範

藤
原
元
名
男
、
母
は
藤
原
扶
幹
女
。

左
少
弁
・
右
中
弁
を
歴
任
し
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
九
月
二
七
日
左
中
弁

に
転
じ
る
。
同
年
十
一
月
二
二
日
正
五
位
下
。
そ
の
後
、
康
保
四
年
（
九
六

七
）
に
従
四
位
上
参
議
、
大
蔵
卿
・
民
部
卿
を
経
て
天
禄
三
年
（
九
七
二
）

に
中
納
言
と
な
っ
た
。
永
延
二
年
（
九
八
八
）
従
二
位
中
納
言
・
民
部
卿
の

時
、
息
子
で
あ
る
為
雅
の
受
領
申
文
を
行
っ
て
い
る
（
以
上
『
補
任
』）。




左
大
史

未
詳
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
近
江
国
内
の
治
安
悪
化
に
伴
い
、
追
捕
使
の
任
命
者
変
更
を
裁
許

し
た
太
政
官
符
で
あ
る
。
官
符
内
の
文
言
に
も
あ
る
と
お
り
、
近
江
国
は
東
海

道
・
東
山
道
・
北
陸
道
の
結
節
点
に
位
置
し
、
そ
の
た
め
「
奸
猾
之
輩
」
が
部
内

に
絶
え
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。『
別
聚
』
天
暦
三
年
三
月
七
日
の
太
政
官
符

で
は
、
正
月
二
一
日
の
近
江
国
司
解
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
三
人
だ
っ
た
検
非
違
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使
を
一
人
増
や
し
て
四
人
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
文
書
に

よ
れ
ば
、
天
暦
九
年
の
段
階
ま
で
追
捕
使
の
申
請
が
行
わ
れ
て
お
り
、
部
内
の
有

力
豪
族
が
追
捕
使
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

追
捕
使
は
、
諸
国
検
非
違
使
同
様
に
、
地
方
の
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
国

内
の
有
力
豪
族
が
任
命
さ
れ
た
。
本
文
書
で
も
佐
々
貴
山
公
興
恒
・
大
友
兼
平
、

お
よ
び
前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正
に
よ
っ
て
申
請
さ
れ
て
い
た
権
大
掾
依
知
秦
公
広

範
、
そ
の
替
と
し
て
申
請
さ
れ
た
甲
可
臣
是
茂
は
い
ず
れ
も
近
江
国
の
在
地
豪
族

出
身
で
あ
る
。
彼
ら
の
任
命
方
法
は
、
太
政
官
符
で
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
る
形
を

取
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
国
司
に
よ
る
選
定
・
申
請
が
行
わ
れ
て
お
り
、『
北

山
抄
』
巻
六
に
は
、「
追
捕
使
事

畿
内
近
江
等
国
、
或
奉
勅
宣
旨
、
自
余
諸

国
々
解
申
官
、
給
上
宣
官
府
。〈
押
領
使
同
之
〉」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
追
捕
使
に

任
命
さ
れ
る
よ
う
な
国
内
の
地
方
豪
族
勢
力
に
つ
い
て
は
、『
高
山
寺
本
古
往

来
』（
六
）
に
、
米
の
運
輸
に
際
し
た
押
領
使
任
命
の
場
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の

適
任
者
の
選
定
理
由
に
つ
い
て
「
郡
司
書
生
之
間
有
所
傳
」
と
あ
り
、
在
庁
官
人

た
ち
が
把
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
国
衙
文
書
の
中
に
み
え

る
「
譜
代
図
」（『
群
載
』
巻
二
二
�
‐
２０
）
と
し
て
国
衙
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と

す
る
説
も
あ
る
（
石
井
進
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」『
石
井
進
著
作
集
』
第
五
巻
、

二
〇
〇
五
、
初
出
一
九
八
七
）。

天
暦
十
年
前
後
に
お
け
る
近
江
国
司
と
追
捕
使
と
の
状
況
を
整
理
す
れ
ば
下
の

図
の
よ
う
に
な
る
（『
補
任
』）。

天
暦
九
年
・
十
年
に
お
け
る
近
江
国
司
の
交
替
は
史
料
上
で
正
確
に
追
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
前
任
の
守
で
あ
る
大
江
維
時
は
天
暦
八
年
ま
で
近
江
守
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
（『
補
任
』）、
任
期
が
四
年
と
す
れ
ば
天
暦
九
年
に
交
替
が
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
介
藤
原
清
正
が
本
文
書
所
引
の
十
月
十
七
日
近

江
国
解
の
中
で
前
司
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
間
に
国
司
（
守
・

介
）
の
交
替
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
本
文
書
で
は
大
友
兼
平
の
死
去
に
よ

り
藤
原
清
正
に
よ
っ
て
推
挙
さ
れ
た
依
智
秦
公
広
範
に
つ
い
て
「
齢
已
老
、
身
非

武
藝
」
を
変
更
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
追
捕
使
の
任
命
と
国
司
と

の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
国
司
交
替
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
前
司
介
清
正
の
推
挙

を
受
け
た
依
知
秦
公
広
範
で
は
な
く
、
新
任
国
司
が
甲
可
臣
是
茂
を
新
た
に
推
挙

し
た
と
も
解
せ
る
。
近
江
国
に
お
い
て
追
捕
使
に
任
命
さ
れ
た
人
物
は
蒲
生
郡
・

神
前
郡
・
滋
賀
郡
・
甲
可
郡
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
基
盤
を
持
つ
勢
力
で
あ
り
、

国
司
と
こ
う
し
た
在
地
勢
力
と
の
関
係
が
追
捕
使
任
命
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
書
が
『
群
載
』
巻
二
二
に
載
録
さ
れ
た
の
も
、

以
上
の
よ
う
な
追
捕
使
任
命
と
国
司
と
の
関
係
性
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈
近
江
守
〉

〈
近
江
介
〉

〈
近
江
権
介
〉

〈
追
捕
使
〉

天
暦
４５６７８９１０１１

大
江
維
時

？

１０
／１７

６／１３

藤
原
清
正

？

前
司
介
清
正

藤
原
元
輔

藤
原
元
輔

藤
原
元
輔

（
９／１７
再
任
）

藤
原
兼
通

（
佐
々
貴
山
公
興
恒
）

（
大
友
兼
平
）

２
月

依
智
秦
公
広
範

甲
可
臣
是
茂
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【
関
連
史
料
】

『
別
聚
』
天
暦
三
年
三
月
七
日
太
政
官
符
、『
高
山
寺
本
古
往
来
』、『
北
山
抄
』

巻
六

【
参
考
文
献
】

石
井
進
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」（『
石
井
進
著
作
集
』
第
五
巻
、
二
〇
〇
五
、

岩
波
書
店
、
初
出
一
九
八
七
）、
上
横
手
雅
敬
「
平
安
中
期
の
警
察
制
度
」（
竹
内

理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

九
）、
大
饗
亮
「
律
令
制
下
の
地
方
警
察
組
織
」（『
律
令
制
下
の
司
法
と
警
察
』

大
学
教
育
社
、
一
九
七
九
）、
井
上
満
郎
「
追
捕
使
の
研
究
」（『
平
安
時
代
軍
事

制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
、
初
出
一
九
六
九
）

（
武
井

紀
子
）

�
押
領
使
官
符

太
政
官
符

出
雲
國
司

�

應
以
清
瀧
静
平
為
押
領
使
令
追
捕
部
内
奸
濫
輩
事

右
得
彼
國
去
正
月
廿
六
日
解
状
�
、
謹
検
案
内
、
美
作
・
伯
耆
等
國
申
請
官
符
、

�

�

�

押
領
使
勤
行
警
固
事
。
而
此
國
在
二
境
之
中
、
暴
悪
之
輩
任
心
横
行
。
自
非
官
符

�

�

之
使
、
何
糺
執
悪
之
徒
。
加
以
年
来
之
間
、
賦
税
之
民
恣
集
黨
類
、
動
奪
人
物
。

�

�

	




�

謹
案
事
情
、
糺
捕
凶
類
之
道
、
尤
在
此
使
。
方
今
静
平
才
幹
兼
備
、
亦
堪
武
藝
、

�



�

清
廉
之
性
、
勤
公
在
心
。
望
請

官
裁
。
准
件
等
國
例
、
以
静
平
被
裁
給
押
領
使
、

�

�

且
令
断
凶
悪
之
輩
、
且
令
在
平
善
之
風
者
、
右
大
臣
宣
、
依
請
者
。
國
宜
承
知
、

依
宣
行
之
。
符
到
奉
行
。

�

�

�

�

従
四
位
下
行
左
中
弁
橘
朝
臣
好
古

左
大
史
出
雲
宿
祢
蔭
時

天
暦
六
年
十
一
月
九
日

【
校
訂
註
】

�

濫
…
「
盗
」（
伴
・
大
）

�

固
…
「
國
」（
紅
・
東
・
伴
）

�

事
…
脱
〔「
事
」
を
補
〕（
伴
）

�

中
…
「
十
」（
底
）

�

恣
…
「
盗
」〔「
恣
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

奪
…
「
集
準
」（
紅
）、「
集
准
」〔「
奪
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

�

謹
…
欠
（
紅
）、
脱
〔「
謹
」
を
補
〕（
伴
）

�

案
…
脱
（
底
）

	

類
…
「
頼
」〔「
類
」
と
傍
書
〕（
伴
）




才
…
「
戈
」（
史
・
豊
・
伴
）

�

幹
兼
…
欠
（
紅
）

�

廉
…
「
廣
」（
紅
）、「
廣
」〔「
廉
」
と
傍
書
〕（
伴
）



以
…
「
次
」（
紅
）、「
次
」〔「
以
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

被
…
「
致
」（
伴
）

�

断
…
「
新
」（
紅
）、「
新
」〔「
断
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

令
…
「
今
」（
底
）、「
今
」〔「
令
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

従
…
「
行
」〔「
従
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

橘
…
「
橘
」〔「
橘
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

左
…
「
大
」（
底
・
葉
）

�

史
…
「
夫
」（
伴
）

【
書
き
下
し
】

�

太
政
官
符
す

出
雲
国
司
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�

応
に
清
瀧
静
平
を
以
て
押
領
使
と
為
し
部
内
奸
濫
の
輩
を
追
捕
せ
し
む
べ
き
事

右
彼
国
去
る
正
月
廿
六
日
の
解
状
を
得
る
に
�
へ
ら
く
、
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る

�

に
、
美
作
・
伯
耆
等
の
国
官
符
を
申
請
し
、
押
領
使
警
固
の
事
を
勤
行
す
。
而
る

�

�

に
此
の
国
二
境
の
中
に
在
り
、
暴
悪
の
輩
心
に
任
せ
て
横
行
す
。
自
ら
官
符
の
使

に
非
ず
は
、
何
ぞ
執
悪
の
徒
を
糺
さ
む
。
加
以
年
来
の
間
、
賦
税
の
民
恣
に
党
類

を
集
め
、
や
や
も
す
れ
ば
人
物
を
奪
ふ
。
謹
み
て
事
情
を
案
ず
る
に
、
凶
類
を
糺

し
捕
ふ
る
の
道
、
尤
も
此
の
使
に
在
り
。
方
今
静
平
才
幹
兼
備
に
し
て
、
亦
武
芸�

に
堪
へ
、
清
廉
の
性
、
勤
公
心
に
在
り
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
官
裁
を
。
件
等
の
国

例
に
准
へ
、
静
平
を
以
て
押
領
使
に
裁
給
せ
ら
れ
、
且
は
凶
悪
の
輩
を
断
ぜ
し
め
、

�

且
は
平
善
の
風
を
在
ら
し
め
む
こ
と
を
、
て
へ
れ
ば
、
右
大
臣
宣
す
ら
く
、
請
ひ

に
依
れ
、
て
へ
り
。
国
宜
し
く
承
知
し
、
宣
に
依
り
て
之
を
行
ふ
べ
し
。
符
到
ら

ば
奉
行
せ
よ
。

�

�

従
四
位
下
行
左
中
弁
橘
朝
臣
好
古

左
大
史
出
雲
宿
祢
蔭
時

（

九

五

二

）

天
暦
六
年
十
一
月
九
日

【
註
】

	

出
雲
国
司

天
暦
六
年
当
時
の
国
司
は
不
明
。
続
群
書
類
従
第
四
輯
上
『
外

記
補
任
』（
原
本
は
尊
経
閣
文
庫
本
）
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
条
の
大
外
記

十
市
部
有
象
（
の
ち
中
原
有
象
）
の
尻
付
に
は
「
天
暦
二
年
正
月
任
出
雲

守
」
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
『
群
載
』
巻
十
六
天
暦
十
年
四
月
二
一
日
出
雲

国
授
戒
牒
に
は
、「
守
平
朝
臣
」
ら
の
位
署
が
見
え
て
い
る
。
続
群
書
類
従

本
『
外
記
補
任
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
天
暦
六
年
は
十
市
部
有
象
の
任
終
年
に

当
た
り
、
同
時
に
『
群
載
』
巻
十
六
授
戒
牒
の
平
朝
臣
の
初
任
年
に
当
た
る

可
能
性
が
高
い
。『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
の
勘
物
か
ら
、
天
暦
六
年
正
月
十

一
日
に
除
目
下
名
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
本
官
符
発
給
の
も
と
と

な
っ
た
出
雲
国
解
が
同
年
正
月
二
六
日
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

本
官
符
は
天
暦
六
年
正
月
除
目
で
出
雲
守
に
任
官
し
た
平
朝
臣
の
新
任
に

伴
っ
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

�

清
瀧
静
平

ほ
か
に
み
え
ず
。

�

官
符
を
申
請
し

本
文
書
の
よ
う
に
、
押
領
使
や
追
捕
使
は
国
司
（
受
領
）

の
申
請
に
応
じ
て
、
太
政
官
符
で
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
押
領

使
・
追
捕
使
任
命
の
官
符
は
、
本
文
書
の
他
に
�
文
書
（
天
暦
十
年
）、『
符

宣
抄
』
第
七
所
収
の
紀
伊
国
追
捕
使
（
正
暦
三
年
（
九
九
二
））、
陸
奥
国
押

領
使
（
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
））
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
後
掲
の
一
覧

表
参
照
。

�

二
境

山
陰
道
に
属
す
る
出
雲
国
が
、
東
は
伯
耆
国
、
西
は
石
見
国
と
国
境

を
接
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
表
現
か
。
あ
る
い
は
押
領
使
の
任
命
官
符
を
申

請
し
た
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
美
作
国
、
伯
耆
国
の
こ
と
を
指
す
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
美
作
国
が
出
雲
国
と
国
境
を
接
し
て
い
な

い
点
が
問
題
と
な
る
。

�

官
符
の
使

太
政
官
符
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
押
領
使
の
こ
と
。
押
領
使
や

追
捕
使
が
地
域
の
「
暴
悪
の
輩
」、「
執
悪
の
徒
」、「
凶
類
」
に
対
峙
す
る
際
、

中
央
政
府
の
権
威
を
背
景
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

�

国
例

「
国
例
」
と
は
、
国
司
官
長
受
領
化
や
国
衙
の
所
、
在
庁
官
人
制
の

発
達
と
と
も
に
、
各
国
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
国
内
統
治
方
針
に
関
す
る
慣

例
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
伯
耆
国
や
美
作
国
の
、
官
符
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た

押
領
使
を
設
置
す
る
こ
と
で
国
内
の
治
安
維
持
を
図
る
と
い
う
措
置
の
こ
と

を
指
す
。

�

右
大
臣

藤
原
師
輔
。
右
大
将
、
従
二
位
。
忠
平
男
で
九
条
流
の
祖
。

�

橘
朝
臣
好
古

右
京
大
夫
従
四
位
上
公
材
男
で
、
母
は
橘
貞
樹
女
。
参
議
橘
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広
相
の
孫
。
延
喜
十
五
年
（
九
一
五
）
九
月
に
文
章
生
と
な
り
、
同
十
九
年

に
は
美
濃
権
掾
。
延
長
二
年
（
九
二
四
）
に
は
少
内
記
と
な
り
、
同
八
年
に

叙
爵
。
そ
の
後
、
大
学
頭
・
右
衛
門
権
佐
な
ど
を
経
て
天
慶
九
年
（
九
四

六
）
に
権
右
少
弁
。
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
に
は
従
四
位
下
に
進
み
、
翌
年

左
中
弁
。
同
八
年
に
は
右
大
弁
と
な
り
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
に
は
任
参

議
（
右
大
弁
元
の
如
し
）。
同
四
年
に
は
左
大
弁
に
転
じ
、
応
和
二
年
（
九

六
二
）
に
は
正
四
位
下
。
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
は
従
三
位
権
中
納
言
に

至
り
、
翌
年
転
正
。
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
に
は
大
宰
権
帥
を
兼
ね
、
翌
年

大
納
言
に
進
む
。
同
三
年
大
宰
府
に
て
薨
去
（
以
上
『
補
任
』）。

�

出
雲
宿
祢
蔭
時

ほ
か
に
み
え
ず
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
出
雲
国
司
の
解
に
も
と
づ
き
清
瀧
静
平
を
押
領
使
に
任
命
す
る
官
符

で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る
押
領
使
・
追
捕
使
の
意
義
に
つ
い
て
は
�
・
�
文
書
を

参
照
。
こ
こ
で
は
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
命
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
西
宮
記
』
巻
十
三
諸
宣
旨
、
同
書
巻
十
五
諸
国
追
捕
使
事
（
巻
次
は
故
実
叢

書
本
）、『
北
山
抄
』
巻
六
備
忘
略
記
・
下
宣
旨
事
に
よ
れ
ば
、
押
領
使
・
追
捕
使

は
任
命
申
請
の
国
解
を
太
政
官
に
提
出
し
上
宣
官
符
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
る
こ
と

を
原
則
と
し
、
畿
内
国
や
近
江
国
の
場
合
は
奉
勅
宣
旨
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
文
書
は
出
雲
国
の
例
で
あ
る
が
、
上
記
の
規
定
通

り
国
解
に
も
と
づ
い
た
上
宣
官
符
に
よ
っ
て
押
領
使
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
命
は
国
解
に
よ
っ
て
申
請
さ
れ
る
が
、
そ

の
処
分
に
つ
い
て
『
北
山
抄
』
巻
七
都
省
雑
例
で
は
「
諸
国
申
置
押
領
使
事
」
を

「
申
大
中
納
言
雑
事
」
の
う
ち
の
「
上
宣
」
に
分
類
し
て
い
る
（『
九
条
年
中
行

事
』
も
同
様
）。
し
た
が
っ
て
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
命
申
請
の
国
解
は
奏
上
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
外
記
政
の
際
に
大
・
中
納
言
に
よ
っ
て
そ
の
場
で
処
理
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
故
に
最
終
的
に
本
文
書
の
よ
う
な
上
宣
官
符
が
発
給
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
後
掲
の
「
押
領
使
・
追
捕
使
任
命
申
請
／
処
分
形
式
一
覧
」
を
見
る

と
、
�
・
�
の
よ
う
に
奉
勅
宣
旨
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
事
例
も
確
認
で
き
る

（
�
は
畿
内
国
の
事
例
）。
ま
た
�
〜
�
は
陣
定
に
か
け
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、

陣
定
が
天
皇
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
案
件
に
対
し
公
卿
ら
が
意
見
具
申
す
る
場
で

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
案
件
に
対
す
る
最
終
決
定
は
天
皇
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
任
命
申
請
は
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
上
で
陣
定
に
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
終
処
分
も
天
皇
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
陣
定
に
か
け
ら
れ
た
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
命
申
請
は
最
終
的
に
奉
勅

型
で
処
分
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
畿
内
国
の
事
例
で
あ
る
�
を

除
く
と
、
国
司
（
受
領
）
の
押
領
使
兼
任
申
請
と
い
う
点
で
一
致
し
て
お
り
、
受

領
に
よ
る
押
領
使
・
追
捕
使
の
兼
任
申
請
は
特
別
な
事
例
と
し
て
奏
上
さ
れ
、
陣

定
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

十
世
紀
後
半
頃
か
ら
受
領
が
国
内
統
治
上
必
要
な
事
項
を
国
司
申
請
雑
事
と
し

て
中
央
に
申
請
し
、
陣
定
（
諸
国
条
事
定
）
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
�
〜
�
の
事
例
は
ま
さ
に
諸
国
条
事
定
の
記
録
で
あ
り
、
受
領
に
よ
る
押
領

使
・
追
捕
使
の
兼
任
申
請
は
国
司
申
請
雑
事
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
司
申
請
雑
事
は
十
一
世
紀
末
頃
に
な
る
と
初
任
国
司

の
慣
例
的
な
申
請
と
し
て
形
式
化
す
る
が
、
江
戸
時
代
の
承
応
四
年
（
一
六
五

五
）
四
月
十
日
の
日
付
を
も
つ
出
羽
守
源
久
治
の
申
請
三
箇
条
（
勧
修
寺
家
文

書
）
に
「
一
、
請
任
先
例
兼
補
押
領
使
事
」
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
受
領
に
よ

る
押
領
使
兼
任
申
請
は
国
司
申
請
雑
事
の
一
項
目
と
し
て
慣
例
化
し
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
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『
群
載
』
巻
二
二
で
は
�
〜
�
文
書
に
よ
っ
て
、
上
宣
型
（
国
解
に
よ
る
受
領

以
外
の
人
物
の
任
命
申
請
、
�
・
�
・
�
）
と
奉
勅
型
（
受
領
に
よ
る
兼
任
申
請
、

�
）
の
双
方
を
例
示
す
る
こ
と
で
、
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
命
手
続
き
を
示
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
文
書
の
『
群
載
』
へ
の
採
録
経
緯
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
編
者
三
善

為
康
の
職
務
や
活
動
と
は
直
接
か
か
わ
ら
ず
、
藤
原
為
房
・
為
隆
父
子
な
ど
の
協

力
者
の
関
与
も
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
本
文
書
を
含
め
た
天
暦
年
間
の
文
書
は
巻

二
二
全
体
で
五
通
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
の
四
通
ま
で
が
押
領
使
・
追
捕
使

関
連
の
文
書
で
あ
る
（
�
・
�
・
�
・
�
）。
承
平
・
天
慶
の
乱
を
画
期
に
押
領

使
・
追
捕
使
の
制
度
が
全
国
的
に
整
備
さ
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
天
暦
年
間
の
文

書
は
典
型
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
群
載
』
成
立

以
前
か
ら
本
文
書
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
押
領
使
・
追
捕
使
関
連
の
文
書

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
関
連
史
料
】

『
西
宮
記
』
巻
十
三
諸
宣
旨
、
同
巻
十
五
諸
国
追
捕
使
事
（
巻
次
は
故
実
叢
書

本
）、『
北
山
抄
』
巻
六
備
忘
略
記
・
下
宣
旨
事
、
同
巻
七
都
省
雑
例
・
申
大
中
納

言
雑
事
、『
符
宣
抄
』
第
七
検
非
違
使
事
（
押
領
使
）

【
参
考
文
献
】

下
向
井
龍
彦
「
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
史
料
集
成
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀

要
』
四
五
、
一
九
八
六
）、
曾
我
良
成
「
諸
国
条
事
定
と
国
解
慣
行
」（『
日
本
歴

史
』
三
七
八
、
一
九
七
九
）、
谷
口
昭
「
諸
国
申
請
雑
事
」（『
中
世
の
権
力
と
民

衆
』
創
元
社
、
一
九
七
〇
）

（
磐
下

徹
）

〈押領使・追捕使任命申請／処分形式一覧〉

出典

『群載』巻２２（�文書）

『群載』巻２２（�文書）

『符宣抄』巻７

『符宣抄』巻７

『群載』巻２２（�文書）

『群載』巻２２（�文書）

『西宮記』巻１４裏書

『平松文書』
（平‐四三九）

『長秋記』
大治５・９・４条

『中右記』
長承２・２・２８条

＊下向井龍彦「諸国押領使・追捕使史料集成」（『広島大学文学部紀要』４５、１９８６）より作成

処分形式

上宣型

上宣型

上宣型

上宣型

（上宣型？）

奉勅型

奉勅型

奉勅型

奉勅型

奉勅型

押領使・追捕使

清瀧静平
（押領使）

甲可是茂
（追捕使）

御春聡高
（追捕使）

平八生
（押領使）

高安為正
（押領使）

受領兼任
（押領使）

巨勢忠明
（追捕使）

受領兼任
（押領使）

受領兼任
（押領使）

受領兼任
（押領使）

国司

出雲国司

近江国司

紀伊国司

陸奥国司

淡路国司

下総守
藤原有行

大和国司

上野介
橘忠範

遠江国司

安房国司

処分年月日

天暦６・１１・９
（官符）

天暦１０（９５６）・６・１３
（官符）

正暦３（９９２）・１０・２８
（官符）

寛弘３（１００６）・３・９
（官符）

―

天暦４・５・５
（宣旨）

応和２（９６２）・１２・２６
（宣旨？）

寛弘２（１００５）・４・１４
（陣定）

大治５（１１３０）・９・４
（陣定）

長承２（１１３３）・２・２８
（陣定）

申請年月日

天暦６（９５２）・１１・９（国解）

天暦９（９５５）・１０・１７（国解）

正暦２（９９１）・１１・２８（国解）

長保５（１００３）・３・１０（国解）

寛弘３（１００６）・４・１１（国解）

天暦４（９５０）・２・２０（申文）

―

―

―

―

番号

�

�

�

	




�

�



�

�
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�
捕
進
官
符

太
政
官
符

左
右
京
職

�

�

應
慥
捕
進
伊
豫
守
佐
伯
朝
臣
公
行
妾
従
者
藤
原
吉
道
・
出
納
不
知
姓
春
正
等
事

�
�

�

�

右
内
大
臣
宣
、
奉

勅
、
件
吉
道
等
為
勘
糺
奉
咒
咀
中
宮
之
事
、
�
仰
彼
職
、
慥

�

	




尋
在
處
。
令
捕
進
之
輩
、
随
其
品
秩
將
加
勸
賞
者
。
職
�
承
知
、
依
宣
行
之
。
所

�

�



犯
已
重
、
不
得
疎
略
。
符
到
奉
行
。

�

�

正
四
位
上
右
中
弁

左
少
史

寛
弘
六
年
十
一
月
廿
日

【
校
訂
註
】

�

進
…
「
追
」〔「
進
歟
」
と
傍
書
〕（
葉
・
東
）

�

妾
…
「
三
女
」（
葉
・
史
・
豊
・
紅
・
東
・
伴
・
大
）

�

勅
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
東
・
伴
）

�

勅
…
「
�
」〔「
勅
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

吉
…
「
昔
」（
紅
）

�

糺
…
「
紀
」（
葉
）

�

秩
…
「
�
」〔「
秩
」
と
傍
書
〕（
伴
）

	

將
…
「
暫
」〔「
將
イ
」
と
傍
書
〕（
史
）、「
暫
」（
豊
）




承
…
「
不
」（
紅
・
伴
）

�

已
…
「
之
」（
紅
）、「
之
」〔「
已
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

重
…
「
座
」（
紅
）、「
座
」〔「
重
」
と
傍
書
〕（
伴
）



疎
…
「
路
」〔「
疎
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�

右
…
「
右
」〔「
左
」
と
傍
書
〕（
伴
）

�
「
左
」
以
下
３
文
字
脱
（
紅
・
伴
）

【
書
き
下
し
】

太
政
官
符
す

左
右
京
職�

�

�

�

応
に
慥
か
に
伊
予
守
佐
伯
朝
臣
公
行
妾
の
従
者
藤
原
吉
道
・
出
納
不
知
姓
春
正

等
を
捕
へ
進
む
べ
き
事

�

�

右
内
大
臣
宣
す
ら
く
、

勅
を
奉
る
に
、
件
の
吉
道
等
中
宮
を
呪
咀
し
奉
る
の
事

�

を
勘
糺
せ
む
が
た
め
、
宜
し
く
彼
の
職
に
仰
せ
て
、
慥
か
に
在
処
を
尋
ぬ
べ
し
。

	

捕
へ
進
め
し
む
る
の
輩
は
、
其
の
品
秩
に
随
ひ
て
将
に
勧
賞
を
加
へ
む
と
す
、
て

へ
り
。
職
宜
し
く
承
知
し
、
宣
に
依
り
て
之
を
行
ふ
べ
し
。
犯
す
所
已
に
重
く
、

疎
略
に
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。




�

正
四
位
上
右
中
弁

左
少
史

（
一
〇
〇
九
）
�

寛
弘
六
年
十
一
月
廿
日

【
註
】

�

佐
伯
朝
臣
公
行
妾

『
百
錬
抄
』
寛
弘
六
年
二
月
四
日
条
を
は
じ
め
と
し
た

中
宮
彰
子
呪
詛
事
件
の
関
係
記
事
よ
り
、
高
階
光
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
但
し
諸
史
料
に
は
「
妻
」
と
あ
る
）。
本
文
書
と
ほ
ぼ
同
内
容
を
示
す
文
書

が
『
要
略
』
巻
七
十
糾
弾
雑
事
に
収
載
さ
れ
て
お
り
（
同
年
二
月
二
十
日
官

符
）、
大
系
本
は
「
佐
伯
朝
臣
公
行
妻
」
と
翻
刻
す
る
が
、
鼇
頭
に
よ
れ
ば

福
田
文
庫
本
は
「
妾
」
で
あ
り
、「
妾
」
字
が
正
し
い
と
結
論
で
き
る
。

よ
っ
て
底
本
を
除
く
本
文
書
の
写
本
す
べ
て
が
「
三
女
」
と
す
る
の
は
、

「
妾
」
の
崩
し
字
を
誤
読
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
三
条
西
古

本
系
・
後
陽
成
院
所
持
本
系
と
も
に
か
よ
う
な
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
お
そ
ら
く
祖
本
で
あ
る
金
沢
文
庫
本
に
お
い
て
、
誤
読
を
誘
発
す
る

字
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
高
階
光
子
の
略
歴
を
記
す
。
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生
没
年
未
詳
。
従
二
位
成
忠
女
（『
権
記
』
寛
弘
六
年
二
月
五
日
条
）。
永
祚

二
年
（
九
九
〇
）、
藤
原
定
子
が
入
内
し
た
お
り
に
叙
爵
（『
小
右
記
』
同
年

十
月
二
二
日
条
）。『
要
略
』
巻
七
十
・
寛
弘
六
年
二
月
二
十
日
付
勘
文
に
よ

れ
ば
光
子
は
中
関
白
家
宣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
お
そ
ら
く
定
子
の

入
内
に
際
し
て
宣
旨
に
転
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
佐
伯
公
行
の
略
歴

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
大
外
記
に
任
ぜ
ら
れ
、
永

延
元
年
（
九
八
七
）
に
遠
江
守
と
な
り
（『
外
記
補
任
』）、
そ
の
後
信
濃
守

な
ど
を
経
て
（『
略
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
是
年
条
）、
寛
弘
三
年
（
一

〇
〇
六
）
二
月
、
伊
予
守
に
着
任
（『
御
堂
』
二
月
二
十
日
条
）。
寛
弘
六
年

二
月
に
妻
の
高
階
光
子
が
本
事
件
に
よ
っ
て
罪
科
に
処
さ
れ
、
同
七
年
三
月

十
一
日
に
出
家
し
た
（『
御
堂
』
三
月
十
二
日
条
）。

�

藤
原
吉
道

本
事
件
の
関
連
史
料
を
除
き
、
ほ
か
に
み
え
ず
。
高
階
光
子
に

侍
っ
た
従
者
で
あ
っ
た
。

�

出
納

文
書
・
書
籍
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
財
物
の
出
し
入
れ
や
、
算
用

な
ど
を
担
当
す
る
下
級
事
務
職
員
。
特
に
蔵
人
所
の
出
納
が
著
名
で
あ
り
、

学
生
、
明
法
生
、
諸
国
の
目
な
ど
が
多
く
こ
の
任
に
当
た
っ
た
。
ま
た
、

『
群
載
』
巻
七
・
補
関
白
家
出
納
長
者
宣
（
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
四
月

日
）
よ
り
、
公
卿
の
家
政
機
関
で
あ
る
政
所
に
も
出
納
が
置
か
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

�

不
知
姓
春
正

本
事
件
の
関
連
史
料
を
除
き
、
ほ
か
に
み
え
ず
。
高
階
光
子

家
の
出
納
で
あ
っ
た
。

�

内
大
臣

藤
原
公
季
。
右
大
臣
師
輔
男
。
康
保
四
年
（
九
六
七
）
叙
爵
。
侍

従
、
左
中
将
、
備
前
守
を
歴
任
し
、
永
観
元
年
（
九
八
三
）
参
議
。
正
暦
二

年
（
九
九
一
）
中
納
言
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
大
納
言
、
同
三
年
内
大
臣

と
な
る
。
本
文
書
の
時
点
で
は
、
内
大
臣
兼
左
大
将
（
以
上
『
補
任
』）。

�

中
宮

藤
原
彰
子
。
前
年
に
敦
成
親
王
（
の
ち
の
後
一
条
天
皇
）
が
産
ま
れ

て
い
る
。

�

宜
し
く
…
む
と
す

註
�
で
触
れ
た
『
要
略
』
巻
七
十
収
載
官
符
に
は
、

「
宜
仰
彼
職
慥
尋
在
所
令
捕
進
。
但
捕
獲
之
輩
、
随
其
品
秩
将
加
勧
賞
」
と

あ
る
。『
要
略
』
収
載
官
符
の
方
が
意
味
が
通
る
た
め
、
本
文
書
は
誤
脱
が

生
じ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

�

品
秩

位
階
と
俸
禄
の
こ
と
。

	

右
中
弁

『
弁
官
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
本
年
の
右
中
弁
は
当
初
従
四
位
下
藤

原
経
通
で
あ
っ
た
が
、
三
月
四
日
に
転
任
、
替
わ
っ
て
従
四
位
下
藤
原
重
尹

が
着
任
し
て
い
る
。
し
か
し
本
文
書
に
記
す
位
階
は
正
四
位
上
で
あ
り
、
合

致
し
な
い
。
一
方
、
註
�
で
触
れ
た
『
要
略
』
巻
七
十
収
載
官
符
に
は
「
正

四
位
上
行
宮
内


兼
左
中
弁
備
中
権
守
源
朝
臣
道
方
」
と
あ
り
、
本
文
書
の

「
右
」
が
「
左
」
の
誤
り
で
あ
れ
ば
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
全
て
の
写
本
が

「
右
」
と
す
る
も
の
の
、
こ
れ
は
「
左
」
が
正
し
く
、
誤
り
と
み
な
す
べ
き

だ
ろ
う
。
以
下
、
源
道
方
の
略
歴
を
記
す
。
左
大
臣
源
重
信
男
。
寛
和
二
年

（
九
八
六
）
叙
爵
。
侍
従
、
右
兵
衛
権
佐
、
少
納
言
、
宮
内
卿
な
ど
を
経
て

寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
左
中
弁
。
そ
の
後
同
四
年
に
蔵
人
頭
と
な
り
、

正
四
位
上
。
同
六
年
三
月
、
右
大
弁
に
転
任
し
た
（
以
上
『
補
任
』）。

�

左
少
史

註
�
で
触
れ
た
『
要
略
』
巻
七
十
収
載
官
符
に
は
、「
正
六
位
上

左
少
史
竹
田
宿
禰
宣
理
」
と
あ
る
。
以
下
、
竹
田
宣
理
の
略
歴
を
記
す
。
生

没
年
不
詳
。
寛
弘
六
年
正
月
二
一
日
、
結
政
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
み
え
、
同

年
三
月
十
四
日
、
陣
申
文
で
馬
料
文
を
上
っ
て
い
る
（「
一
枚
左
少
史
宣
理

馬
料
文
」）。
同
八
年
九
月
五
日
に
は
右
大
史
と
し
て
み
え
、
同
年
九
月
十
五

日
、
装
束
司
判
官
に
補
任
さ
れ
た
（
以
上
『
権
記
』）。

�

十
一
月
廿
日

註
�
で
触
れ
た
『
要
略
』
巻
七
十
収
載
官
符
に
は
「
二
月
廿
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日
」
と
あ
り
、
相
違
す
る
。
事
件
の
顛
末
に
つ
い
て
は
【
文
書
の
位
置
づ

け
・
機
能
】
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
追
捕
に
あ
た
っ
て
は
左
右
京
職
に
官
符

が
下
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
検
非
違
使
に
も
宣
旨
が
出
さ
れ
て
い
た
点
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
宣
旨
も
『
要
略
』
巻
七
十
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
日
付

は
同
じ
く
「
二
月
廿
日
」
で
あ
る
。
ま
た
、
二
月
二
十
日
に
陣
定
で
首
謀
者

等
の
罪
刑
が
決
定
さ
れ
て
お
り
（『
紀
略
』）、
十
一
月
に
な
っ
て
捕
進
を
命

ず
る
と
い
う
の
も
解
せ
な
い
。
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
註
�
で
述
べ
た

よ
う
に
源
道
方
は
三
月
に
右
大
弁
に
転
任
し
て
い
る
た
め
、「
十
一
月
廿

日
」
と
い
う
日
付
で
は
全
く
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
る
点
で
あ
る
。
以
上
の

諸
点
か
ら
、
本
文
書
が
「
十
一
月
」
と
す
る
の
は
先
の
「
右
中
弁
」
の
ケ
ー

ス
と
同
じ
く
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
二
月
」
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

補
注本

文
書
の
参
考
に
供
す
る
た
め
、『
要
略
』
巻
七
十
収
載
官
符
を
次
に
掲
げ
る
。

太
政
官
符
左
右
京
職

応
慥
尋
在
所
、
捕
進
伊
予
守
佐
伯
朝
臣
公
行
妾
従
者
藤
原
吉
道
・
出
納
不

知
姓
春
正
等
事

右
内
大
臣
宣
、
奉

勅
、
件
吉
道
等
、
為
勘
糺
奉
呪
咀
皇
后
之
事
、
宜
仰
彼

職
慥
尋
在
所
令
捕
進
。
但
捕
獲
之
輩
、
随
其
品
秩
将
加
勧
賞
者
。
職
宜
承
知

依
宣
行
之
。
所
犯
已
重
、
不
得
疎
略
。
符
到
奉
行
。

正
四
位
上
行
宮
内
卿
兼
左
中
弁
備
中
権
守
源
朝
臣
道
方

正
六
位
上
左

少
史
竹
田
宿
祢
宣
理

寛
弘
六
年
二
月
廿
日

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
寛
弘
六
年
に
中
宮
彰
子
と
敦
成
親
王
に
対
す
る
呪
詛
事
件
が
発
生

し
、
そ
の
関
係
者
の
捕
進
を
左
右
京
職
に
命
じ
た
太
政
官
符
で
あ
る
。
以
下
、
事

件
の
経
過
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

寛
弘
六
年
正
月
三
十
日
、
中
宮
彰
子
と
敦
成
親
王
を
呪
詛
す
る
厭
符
が
発
見
さ

れ
た
（『
紀
略
』
同
日
条
お
よ
び
『
権
記
』
二
月
一
日
条
）。
そ
の
後
迅
速
に
調
査

が
進
め
ら
れ
、
二
月
四
日
に
中
宮
と
敦
成
親
王
お
よ
び
左
大
臣
藤
原
道
長
を
呪
詛

し
た
疑
い
で
法
師
円
能
を
捕
ら
え
て
勘
問
し
、
造
意
者
を
供
述
さ
せ
た
。
こ
の
と

き
判
明
し
た
関
係
者
は
、
伊
予
守
佐
伯
公
行
の
妾
高
階
光
子
、
民
部
大
輔
源
方
理
、

妻
源
氏
、
そ
の
父
（
前
越
後
守
）
散
位
源
為
文
で
あ
っ
た
（『
百
錬
抄
』）。
五
日
、

呪
詛
を
行
っ
た
陰
陽
法
師
円
能
を
左
近
馬
場
で
勘
問
し
、
造
意
者
の
罪
名
を
明
法

博
士
に
勘
申
さ
せ
た
（『
紀
略
』）。
そ
し
て
高
階
光
子
を
召
す
た
め
そ
の
宅
を
包

囲
し
た
も
の
の
、
既
に
逃
亡
し
た
後
で
あ
っ
た
（『
権
記
』）。
八
日
、
首
謀
者
の

高
階
光
子
と
源
方
理
の
二
名
は
除
名
の
う
え
絞
罪
、
僧
円
能
は
還
俗
の
う
え
絞
罪
、

源
為
文
は
処
分
保
留
と
の
勘
申
が
為
さ
れ
た
（『
要
略
』
巻
七
十
・
寛
弘
六
年
二

月
八
日
勘
文
）。
こ
の
勘
文
か
ら
、
藤
原
吉
道
は
厭
符
の
件
を
知
っ
て
い
た
た
め

（「
但
宣
旨
宅
〈
尓
〉
侍
藤
原
吉
道
〈
奈
牟
〉
案
内
〈
者
〉
知
〈
テ
〉
侍
〈
良
牟
〉」）、

ま
た
春
正
は
円
能
の
も
と
に
使
者
と
し
て
赴
い
た
こ
と
が
あ
り
（「
彼
宅
出
納
春

正
〈
者
〉
為
使
雖
来
円
能
許
、
案
内
〈
者
〉
不
知
〈
也
〉
侍
〈
良
牟
〉」）、（
円
能

は
否
定
す
る
が
）
内
実
を
知
る
疑
い
を
否
定
し
去
れ
な
い
た
め
、
同
様
に
追
捕
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
十
日
、「
寄
事
前
太
宰
権
帥
藤
原
朝
臣
伊
周
也
。
事
之

根
元
在
藤
原
朝
臣
。」
と
し
て
、
藤
原
伊
周
の
朝
参
を
停
止
し
た
（『
要
略
』
巻
七

十
・
寛
弘
六
年
二
月
二
十
日
宣
旨
）。
し
か
し
、
同
日
の
陣
定
で
決
定
さ
れ
た
処

分
は
、
勘
申
よ
り
は
る
か
に
軽
く
、
源
方
理
と
高
階
光
子
は
除
名
の
み
、
円
能
も

絞
罪
を
免
ぜ
ら
れ
て
還
俗
の
み
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（『
紀
略
』）。
ま
た
、

逃
亡
中
の
藤
原
吉
道
・
不
知
姓
春
正
の
追
捕
命
令
が
左
右
京
職
お
よ
び
検
非
違
使
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に
下
達
さ
れ
た
（『
要
略
』
巻
七
十
・
二
月
廿
日
付
宣
旨
お
よ
び
官
符
）。
註
�
で

述
べ
た
よ
う
に
、
本
文
書
の
年
月
日
は
二
月
二
十
日
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
、
ま

さ
し
く
逃
亡
中
の
二
者
の
追
捕
を
命
じ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

呪
詛
計
画
の
中
心
人
物
で
あ
る
源
方
理
は
伊
周
の
腹
心
で
あ
り
、
高
階
光
子
は

高
二
位
（
高
階
成
忠
）
の
娘
で
、
伊
周
の
父
道
隆
の
中
関
白
家
に
仕
え
た
宣
旨
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
事
件
は
吉
川
美
春
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
伊
周
の
復
権

を
願
う
貴
族
達
が
画
策
し
た
道
長
流
に
対
す
る
呪
詛
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
文
書
発
給
の
背
景
は
以
上
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
問
題
と
な
る
の

は
、『
要
略
』
巻
七
十
所
収
の
寛
弘
六
年
二
月
二
十
日
官
符
と
の
関
係
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、『
群
載
』
は
な
ぜ
『
要
略
』
に
比
し
て
種
々
の
誤
り
を
含
ん
で
当
該

官
符
を
収
載
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
書
の
成
立
年
代
を
み
る
と
、
先
行
す
る

『
要
略
』
は
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
頃
成
立
し
、『
群
載
』
は
長
承
二
年
（
一
一

三
三
）
頃
に
成
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
比
較
す
る
と
、
三
善
為
康
は
『
要
略
』
を

実
見
し
て
本
文
書
を
収
録
し
た
か
の
ご
と
く
覚
え
る
が
、
実
は
『
要
略
』
自
体
も

大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
『
要

略
』
の
諸
文
書
は
、
後
世
の
追
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
要

略
』
巻
七
十
の
本
事
件
に
関
係
す
る
文
書
群
は
寛
弘
六
年
二
月
八
日
勘
文
よ
り
始

ま
る
が
、
こ
れ
に
は
「
爰
奉
呪
咀
皇
后
之
事
、
寛
弘
六
年
二
月
発
覚
。
拷
訊
陰
陽

師
、
断
定
罪
名
等
、
遠
祖
先
公
之
行
。
当
時
相
府
不
欽
歟
。
但
呪
咀
之
起
、
事
依

皇
后
。
結
断
之
文
、
可
謂
難
義
。
為
示
後
学
、
載
注
于
左
。」
と
い
う
前
文
が
存

在
す
る
。
つ
ま
り
、
虎
尾
俊
哉
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
要
略
』
の
注
記
は
基
本

的
に
全
て
惟
宗
允
亮
が
為
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
み
、
本
事
件
を
担

当
し
た
惟
宗
允
正
（『
要
略
』
の
著
者
で
あ
る
允
亮
の
弟
）
を
「
遠
祖
先
公
」
と

呼
ぶ
子
孫
の
手
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
部
分
は
允
正
を

「
遠
祖
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
時
代
が
下
っ
た
頃
に
注
記
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
両
書
の
成

立
年
代
は
こ
の
場
合
問
題
解
決
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、『
要
略
』
の
典
拠
と
な
っ
た
惟
宗
氏
所
蔵
文

書
を
為
康
が
実
見
し
て
『
群
載
』
に
収
録
し
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
要
略
』
所
収
官
符
は
、
惟
宗
氏
相
伝
の
記
録
か
ら
補
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
も
そ
も
『
群
載
』
が
『
要
略
』
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
低
い
こ
と

は
、
彌
永
貞
三
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
為
康
は
別
ル
ー
ト
で
情
報

を
入
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
署
判
部
分
に
注
目
し
た
い
。

『
群
載
』
巻
二
二
に
お
い
て
、
署
判
部
分
を
省
略
し
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い

も
の
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
（
ほ
ぼ
半
々
）
か
ら
、
為
康
が
文
書
の
実
物
を
臨
写

し
た
際
に
、
本
文
書
の
か
か
る
部
分
を
意
図
的
に
省
略
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
、
為
康
が
実
見
し
た
時
点
で
、
当
該
部
分
の
詳
細
は
既
に
省
略
さ
れ
て
お

り
、『
群
載
』
所
収
官
符
の
祖
本
は
既
に
写
本
の
状
態
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ

う
。
以
上
か
ら
、『
群
載
』
所
収
官
符
の
誤
字
・
脱
文
は
、
そ
の
祖
本
の
時
点
で

既
に
為
さ
れ
て
お
り
、
為
康
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
収
録
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。『
群
載
』
自
体
の
転
写
過
程
に
お
け
る
誤
り
で
あ
る
可
能
性
は
依
然

と
し
て
捨
て
き
れ
な
い
が
、
一
案
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、『
群
載
』
へ
の
収
録
の
意
義
に
つ
い
て
附
言
す
る
。
そ
も
そ
も
官
符

の
対
象
は
左
右
京
職
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
職
が
国
司
に
比
肩
す
る
た
め
、「
諸

国
雑
事
」
の
一
事
例
た
り
得
る
と
の
判
断
の
も
と
、
収
め
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
本
文
書
は
「
追
討
官
符
三
通
」
の
最
後
の
一
つ
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る

が
、
前
二
者
は
国
司
に
対
す
る
押
領
使
任
命
の
官
符
で
あ
る
一
方
、
本
文
書
は
あ

く
ま
で
呪
詛
事
件
と
い
う
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
案
件
で
あ
り
、
性
格
が
異
な
っ
て
い

る
。
よ
っ
て
本
文
書
は
、「
部
内
凶
黨
」
と
い
っ
た
幅
の
広
い
対
象
で
は
な
く
、

一
事
件
発
覚
の
際
の
個
別
追
捕
の
一
例
と
し
て
、「
追
討
官
符
」
の
項
の
最
後
に

添
え
ら
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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史
料
】

『
要
略
』
巻
七
十
糾
弾
雑
事
、『
百
錬
抄
』
寛
弘
六
年
二
月
四
日
条
、『
紀
略
』

寛
弘
六
年
二
月
五
・
二
十
日
条
、『
権
記
』
寛
弘
六
年
二
月
五
日
条

【
参
考
文
献
】

吉
川
美
春
「
古
代
の
呪
詛
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
学
研
究
』
三
、
二
〇
〇

〇
）、
虎
尾
俊
哉
「
政
事
要
略
に
つ
い
て
」（『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
二
、
初
出
一
九
七
一
）、
彌
永
貞
三
「
朝
野
群
載
」（『
国
史
大
系
書

目
解
題
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
）、
前
田
禎
彦
「
平
安
時
代
の
法
と

秩
序
」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
二
、
二
〇
〇
〇
）

（
吉
永

匡
史
）

143


